
資料１

各協議会の進捗状況について

生活支援体制整備等協議会 障がい者等虐待防止・差別解消推進協議会 要保護児童対策地域協議会 多職種連携推進協議会 東海市社会福祉法人連携協議会

【代表者会議】年２回（７月、１月）

【実務者会議】月１回

主管課 社会福祉課 社会福祉課 こども課 高齢者支援課 社会福祉協議会

設置目的

・介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の45
第2項第5号に規定する自立した日常生活の支援に
係る体制の整備を推進し、定期的な情報の共有・
連携を強化する
・孤独・孤立対策推進法（令和5年法律第45号）第
15条第1項に規定する孤独・孤立対策を推進するた
めに必要な連携及び強化をするため、孤独・孤立
対策地域協議会の機能を兼ねる

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支
援等に関する法律（平成17年法律第124号）及び障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等
に関する法律（平成23年法律第79号）並びに障害
を理由とする差別解消の推進に関する法律（平成
25年法第65号）に基づき、保健、医療、福祉等の
関係機関が高齢者・障がい者虐待の早期発見、早
期対応及び発生防止の体制づくり並びに障がい者
を理由とする差別を解消するための取り組みを行
う

・児童福祉法（昭和22年法律第164号）第25条の2
第1項の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又
は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を
図る

・介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の48に基
づき、地域支援事業が効率的に実施され、医療と介
護・福祉の多職種連携を図り、地域の関係機関の連携
体制の構築を推進する
・誰もが主役となり、住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができる地域包括ケアシステム構築に向けて、
多職種から構成される地域ケア会議として開催する

・平成２８年改正の社会福祉法において、社会福祉法
人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導か
れる本来の役割を明確化するため、「地域における公
益的な取組み」の実施に関する責務規定が創設され
た。
　それを踏まえた上で、当協議会は東海市内の社会福
祉法人が、その強みを生かし、連携することにより、
日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対
して、福祉サービスを積極的に提供するなど、東海市
内の地域福祉の向上を目指すことを目的とする。

参加機関等

［委員］
学識経験者（日本福祉大学）
高齢者相談支援センター
障がい者相談支援センター
施設関係者（高齢、障がい）
東海市民生委員・児童委員連絡協議会
地域支えあい活動登録団体
とうかい防災ボランティア・ネット
孤独・孤立関係団体
東海市民生委員・児童委員連絡協議会
（主任児童委員）
東海商工会議所　青年部
東海市社会福祉協議会

［委員］
東海市医師会
愛知県弁護士会半田支部
学識経験者（半田人権擁護委員協議会東海地区委
員会、家族の会）
施設関係者（高齢、障がい）
東海市民生委員・児童委員連絡協議会
東海警察署
知多保健所
東海市社会福祉協議会
知多地域権利擁護支援センター
東海市高齢者相談支援センター
東海市障がい者相談支援センター
東海市

【代表者会議】
東海市、東海市教育委員会
東海市小中学校校長会
知多福祉相談センター
東海警察署
知多保健所
東海市医師会
半田人権擁護委員協議会東海地区委員会
東海市民生委員・児童委員連絡協議会

【実務者会議】
知多福祉相談センター
東海警察署、知多保健所
障がい者相談支援センター
フェミニストカウンセリングなごや
青少年育成センター
東海市社会福祉協議会
東海市、東海市教育委員会

［委員］
東海市医師会
東海市歯科医師会
東海市薬剤師会
知多保健所
訪問看護ステーション
居宅介護支援事業所連絡協議会
高齢者相談支援センター
東海市民生委員・児童委員連絡協議会
東海市社会福祉協議会
社会福祉法人さつき福祉会
東海市

【構成】
　東海市内に施設を有する社会福祉法人（参加は任意）
　社会福祉法人大同宏緑会　重心施設　にじいろのいえ
　社会福祉法人青山会　特別養護老人ホーム　東萌山苑
　社会福祉法人檸檬　特別養護老人ホーム　レモンの樹東海
　社会福祉法人さつき福祉会
　社会福祉法人千寿会　ザストーリー東海
　社会福祉法人東海　特別養護老人ホーム　東海の里
　社会福祉法人福寿園　複合福祉施設木田の里
　                    特別養護老人ホーム東海福寿園
　社会福祉法人共育ちの会　児童養護施設　暁学園
　社会福祉法人あゆみの会　ドリームハウス
　社会福祉法人健志会　特別養護老人ホーム　セレナ東海
　社会福祉法人清凉会　特別養護老人ホーム　東海清凉苑
　社会福祉法人東海市社会福祉協議会

開催回数
（開催月）

年３回（６月、１０月、２月） 年１回（２月） 年２回（４月、２月）
２か月毎に実施（4月・6月・8月・10月・12月、2月協
議内容により実施回数を追加）

＜定例会議＞
偶数月に実施
Ｒ６年１２月～今年４月、災害時の対応について検
討。【ひと・もの・お金・情報】について整理し、災
害時に協議会の連携を活かしお互いに助け合えるよう
話しあった。残された課題もあるため、継続的に取り
組む。
６月より人材採用強化と育成についてチームを作り検
討。職員の資質向上のための他分野施設との交流研修
や、外国人の雇用に関する工夫資料集の作成、研修や
求人に関するアンケートを実施。次年度に活かしてい
く。
＜行政関係課との意見交換会＞
５月　第１回社会福祉課と災害時の連携・対応、福祉
避難所についての意見交換会
11月　第２回社会福祉課と災害時の連携・対応、福祉
避難所についての意見交換会
内容：要配慮者の避難、協定・指定福祉避難所、情報
の共有などに関して
＜研修会＞
令和8年1月22日（木）
「災害時の施設と地域について」
講師　日本福祉大学　山本　克彦氏
＜交流会＞
令和8年2月12日（木）
大垣市社会福祉法人連携協議会と交流

【第１回】
令和７年６月１７日（火）
内容：プロジェクトの上位会議であるため、プロ
ジェクトで話し合われている内容を深めた。初回
は「相談支援体制」「災害時連携」についての内
容を深めるべくグループワークを実施。
「ふくしの共通マークをどのように市内に広めて
いくと良いか」というテーマで、配布方法やアプ
ローチ方法について、「災害時に要支援者に関す
る情報を発信・共有する仕組みを地域でつくる方
法（平時からできる取組み等）」というテーマ
で、避難行動要支援者制度をどうするとうまく活
用できるか、という視点から話し合いをした。

【第２回】令和７年１０月７日（火）
孤独・孤立をテーマに、話題提供者として「ライ
フエンディング喜楽会」の小島氏にお越しいただ
き、現状などをお話いただいた上で、「身寄りの
ない方を地域で支えていくためにできること」を
テーマにグループワークを実施。

【第３回】令和８年２月３日（火）
全ては地域づくりにつながることを念頭に、「地
域づくりのためにやってきたこと、やっていきた
いこと」をグループで話し合いを行った。また、
個人で「地域づくりに必要なもの、自分たちにで
きること」を発表してもらい、コーディネーター
たちは地域で一緒にやっていきたいことを発表し
た。

今年度の
検討・協議
内容

令和８年２月６日（金）
障がい者等の虐待防止及び差別解消にむけての方
策等を協議した

内容：
１障がい者・高齢者の虐待把握状況について
　当該年度の受付件数や対応状況についての報告
及びその内容についての検討
２障がい者差別解消状況について
　障がい者差別解消についての理解・周知の検証
及び相談件数の報告
３障がい者等虐待事例についての報告及び検討
　事例を通しての地域資源、人材、課題等の協議
４虐待防止・差別解消等を目的とした事業につい
て
　周知、制度の理解を深める研修会及び虐待予防
につながる事業の取組を報告（令和７年１２月１
９日開催）

その他、担当者会議を年３回（９月、１１月、１
月）開催した。

【代表者会議】
第１回　令和７年７月３１日(木)
第２回　令和８年１月２６日(月)
・前年度の相談内容・件数についての報告
・実務者会議におけるケースの報告、検討

【実務者会議】
・要保護児童のケースについての報告、検討
・措置児童ケースの報告

【第１回】
令和７年４月２２日(火)
内容：今年度の計画について検討。
今年度の計画：東海へいしゅうくんネットワークのオ
プション機能である災害時連携システムの円滑な運用
に向け実地訓練を行う。
・実地訓練に向け検討部会を設置しすすめていく。
【第２回】
令和８年２月１３日（金）
内容：今年度の取り組み報告、次年度計画の検討。
今年度実施内容等：災害時連携システム実地訓練を２
回/年実施。次年度も引き続き訓練を実施する。

【検討部会】
メンバー：医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、ケ
アマネージャー、障がい者福祉施設職員、高齢者相談
支援センター職員 、民生・児童委員、社会福祉協議会
職員、保健所職員、在宅医療・介護連携サポートセン
ター職員、行政（社会福祉課、防災危機管理課、健康
推進課、高齢者支援課）
内容：災害時連携システム実地訓練に向けた内容等の
検討。
開催日：令和７年７月７日（月）
【災害時連携システム実地訓練】
内容：災害時連携システムの操作方法を実践的に体
験。
メンバー：検討部会メンバー
開催日
第１回：令和７年９月１８日（木）机上訓練
第２回：令和７年１２月２５日（木）屋外訓練



研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名
保健・福祉と教育（学校）の連携強化に向けた

ワークショップ
ふくしのおしごと説明会 部長と若者懇談会 事業所向け研修会

該当施策
基本目標２　施策４　推進項目4-1
基本目標３　施策８　推進項目8-3

基本目標１　施策２　推進項目2-2
基本目標２　施策６　推進項目6-1

計画全体（社会福祉法第106条の３　包括的
支援体制）

計画全体（社会福祉法第４条関係　地域福祉
の推進）

日時 令和７年８月５日（火）9：30～11：00 令和７年８月８日（金）10：00～12：00
令和７年１０月６日（月）
13：30～15：00

令和７年１０月２９日（水）
13：00～15：00

場所 東海市立横須賀中学校　図書室 芸術劇場　多目的ホール他 市役所４０３会議室 商工センター　多目的ホール

参加人数 57名 87名 9名 50名

参加者、
参加機関

横須賀中学校及び校区内４小学校における不
登校対策教員、SSW、指導主事、保健・福祉担
当課職員及び相談員　等

特別支援学校、特別支援学級生徒等 採用３年目までの市民福祉部の職員
市内福祉事業所、訪問看護、民生委員
社会福祉法人連携のネットワークも活用

内容

（目的）
保健・福祉の担当者および学校現場の教職員
が、ともにワークショップを行うことで今後の
協働・連携のためのネットワークをつくること
を目的とする。

（内容）
「子ども」「若者」「子育て家庭」の課題を出し合
い、それぞれの機関や専門職の役割を理解
し、具体的な連携を考える。早期から連携し支
援につなぐ視点を育み、具体的に何を進めれ
ばよいのか等を考える力を養い、それぞれが
分野を超えて連携しながら対応することで、
地域の中で組織的に本人・家庭を支えるとは
どのようなことなのかを議論する。

講師：
日本福祉大学　社会福祉学部教授　野尻　紀
恵氏

（目的・内容）
障がい福祉サービスについての説明を受けた
のちに、事業所と個別で対談。作業体験も行
い、卒業後の進路についてイメージを持って
もらう。また、障がい福祉サービス人材確保の
ための催しも開催。

（目的）
市の考えや福祉の体制について、座談会形式
で意見交換をする機会を設ける。
３年程度で異動対象となるが、福祉部として
の考え方をその先も持って異動してもらえる
ようにする。

（目的）
第４次東海市総合福祉計画について、高齢・障
がい・こども関係の市内福祉関係事業所に対
して合同の研修会を実施することで、分野を
超えた事業所間の連携及び包括的支援体制
の構築に向けた意識の醸成をはかる。

講師：
日本福祉大学　学長　原田正樹氏

主管課 社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課／社会福祉協議会

1 ページ



研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名

該当施策

日時

場所

参加人数

参加者、
参加機関

内容

主管課

相談員フォローアップ研修会
ひきこもりのライフプラン
電卓を叩いて考えてみる

自殺予防対策人材育成講座

施策１　（推進項目は1-1.1-2.1-3）
基本目標２　施策４　推進項目4-1
基本目標３　施策８　推進項目8-3

基本目標2　施策4　推進項目4-3 基本目標2　施策4　推進項目4-3

令和７年11月4日（火）午前午後
・5日（水）午後

令和７年11月8日（土）13：00～16：00
①令和7年11月19日（水）14：00-15：00、
②令和7年11月25日（火）14：00-15：00

令和7年12月9日（火）13：30-15：00

日本福祉大学　東海キャンパス 東海市創造の杜交流館 愛知製鋼株式会社　会議室 商工センター　3階中会議室

20名 28名 ①３０名　②23名 26名

市内相談支援事業所、相談対応関係各課、社
会福祉協議会

市民（ひきこもりの子の親） 愛知製鋼株式会社職員 市内事業所関係職員

（目的）
相談員等が個別アセスメントや地域アセスメ
ントの力を養い、地域住民と協働していくため
のプロセスの積み上げ及び地域へのアプロー
チ方法を身に着けることを目的とする。

講師：
日本福祉大学　社会福祉学部教授　川島　ゆ
り子氏

（内容）
　相談支援員とファイナンシャルプランナーが
将来のためにどういう選択が考えられるの
か、数字を出しながら参加者と一緒に考える。
・登壇者
　ファイナンシャルプランナー技能検定2級
印田源一郎
　特定非営利活動法人オレンジの会　社会福
祉士　山田真理子・川口健志

タイトル：
①②「心理カウンセラーから学ぶ相手に伝わるコ
ミュニケーション術～怒りやイライラをコントロール
して伝えるコツ～」

講師：
宮崎　勝博（ＮＰＯ法人コアカウンセリング支援協会
理事長、（株）らくらくカウンセリングオフィス代表取
締役

タイトル：
「睡眠と健康の新常識を学ぶ～働く世代の健康
不調改善のために～」

講師：
宮崎　勝博（ＮＰＯ法人コアカウンセリング支援
協会理事長、（株）らくらくカウンセリングオフィ
ス代表取締役

社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課

2 ページ



研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名

該当施策

日時

場所

参加人数

参加者、
参加機関

内容

主管課

虐待防止・差別解消に関する研修会 ゲートキーパー研修
保健・福祉と教育（学校）の連携強化に向けた

公開事例検討会
自殺予防対策傾聴講座

基本目標２　施策４　推進項目4-2 基本目標2　施策4　推進項目4-3
基本目標２　施策４　推進項目4-1
基本目標３　施策８　推進項目8-3

基本目標2　施策4　推進項目4-3

令和７年１２月19日（金）
14：00～15：30

令和7年12月22日（月）14：00-16：00 令和８年１月１９日（月）15：00～16：30
年間通じて5回実施（令和8年1月21日、28
日、２月4日、18日、25日）

商工センター　多目的ホール 商工センター　4階大会議室 横須賀中学校　多目的室 しあわせ村福祉団体活動室

73名 19名 60名 各回21名

市内福祉事業所 福祉事業所職員
横須賀中学校及び校区内４小学校における不
登校対策教員、SSW、指導主事、保健・福祉担
当課職員及び相談員　等

市職員

（目的）
令和6年4月1日より、差別解消法が一部改正
されたことに伴い、「合理的配慮の提供」が義
務された。行政機関においても対応が求めら
ることから、差別解消と関係が深い、障がい
者等への虐待防止も含めた啓発研修を行う。

（内容）差別解消・虐待防止の理解を深め、差
別をなくしていくことが虐待防止には不可欠
であることを、具体的事例を通じて学ぶ。

講師：崔栄繁（さい　たかのり）氏

内容：
ゲートキーパー養成を目的とし、相談者の特性に
応じた相談対応の取得と傾聴力を目指すもの。

講師：
富田　美佐緒（カウンセリング　うらら　代表・常勤
カウンセラー）

（目的）
保健・福祉の担当者と学校現場の教職員が分
野を超え、課題を共有し、早期から連携し支援
につなぐ視点を育み、具体的に何を進めれば
よいのか等を考える力を養い、それぞれが分
野を超えて連携しながら対応することで、地
域の中で組織的に本人・家庭を支える体制整
備を行う。

（内容）
複合的な課題を持つ生徒に関する事例検討を
行い、本人の「強み」を活かす視点で対応策を
考える。

※８月実施ワークショップの発展的なものとし
て実施

講師：
日本福祉大学　社会福祉学部教授　野尻　紀
恵氏

内容：
日頃の活動の疑問点解消と、傾聴のスキルアッ
プを目的に開催。実践活動と講座を合わせ、グ
ループ化を目指すもの

講師：
宮崎　勝博（ＮＰＯ法人コアカウンセリング支援
協会理事長、（株）らくらくカウンセリングオフィ
ス代表取締役

社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課 社会福祉課
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研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名

該当施策

日時

場所

参加人数

参加者、
参加機関

内容

主管課

１００人会議 発達支援事業研修会（基礎研修） 発達支援事業研修会（応用研修Ⅰ・Ⅱ） 発達支援事業研修会（ＳＶ研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

重点項目：
多様な主体が参加できる地域づくり
若者支援を中心とした孤独・孤立対策

基本目標3　施策8　推進項目8-2 基本目標3　施策8　推進項目8-2 基本目標3　施策8　推進項目8-2

令和８年３月１日（日）
13：00～16：30（予定）

令和７年６月２７日(金)１３：３０-１６：３０
Ⅰ：令和７年９月１９日（金）９：００-１２：００
Ⅱ：令和７年１２月１２日（金）１３：３０-１６：４０

Ⅰ：令和７年９月２９日（月）１３：３０-１６：３０
Ⅱ：令和７年１１月２７日（木）１３：３０-１６：３０
Ⅲ：令和８年１月１６日（金）１３：３０-１６：４５

日本福祉大学　東海キャンパス 創造の杜交流館　多目的ギャラリー
Ⅰ：しあわせ村　多目的ホール
Ⅱ：しあわせ村　第１・２会議室

Ⅰ：勤労センター　視聴覚室
Ⅱ：しあわせ村　第１・２会議室
Ⅲ：しあわせ村　多目的ホール

100名程度 70名
Ⅰ：48名
Ⅱ：42名

Ⅰ：38名
Ⅱ：39名
Ⅲ：26名

医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、柔道整
復師、事業所（介護・障がい）、民生委員・児童
委員、ボランティア団体、一般市民　等

保育園、あすなろ学園、小規模保育所、幼稚
園、小中学校、教員研修センター、児童館、児
発・放デイ、児童クラブ、障がい者相談支援セ
ンター、子育て支援センター、健康推進課等

保育園、あすなろ学園、小規模保育所、幼稚
園、小中学校、教員研修センター、児童館、児
発・放デイ、児童クラブ、障がい者相談支援セン
ター、子育て支援センター、健康推進課等

保育園、あすなろ学園、小規模保育所、幼稚園、
小中学校、教員研修センター、児童館、児発・放
デイ、児童クラブ、障がい者相談支援センター、
子育て支援センター、健康推進課等

タイトル：
こども食堂から見える世界とごちゃまぜの地
域づくり

内容：
講師による講演の後、原田学長との対談
講演等終了後、参加者での交流会を開催予定

講師：
認定NPO法人全国こども食堂支援センター・
むすびえ　公共政策アドバイザー　湯浅誠氏
日本福祉大学　学長　原田正樹氏

内容：
「自閉症スペクトラム症の診断と支援」
講師：愛知県西三河福祉相談センター　児童
専門監　吉川徹氏

東海市の支援体制紹介
・こども課
・健康推進課
・社会福祉法人さつき福祉会　カトレア
・学校教育課

Ⅰ
講義「保護者の理解と支援」
講師：椙山女学園大学人間関係学部心理学科
教授　西出弓枝氏

講義「親子療育の家での支援から」
講師：あいち発達障害者支援センター　久保総
子氏

Ⅱ
講義「ＡＢＡ（応用行動分析）を用いたアセスメ
ントと実践」、事例検討
講師：愛知県半田特別支援学校　教頭　坂入仁
和氏

Ⅰ
講義「障がい福祉に関するサービス　ー障がい
児支援のあり方と今後の展望ー」
講師：日本福祉大学教育・心理学部こども学科
教授　渡辺顕一郎氏

Ⅱ
講義「自閉スペクトラム症児の心の理解と支援」
講師：岐阜大学教育学部学校教育講座教育心
理コース　教授　別府哲氏

Ⅲ
講義・演習「スーパーバイザー演習」
講師：あいち発達障害者支援センター地域支援
課　小松正明氏

社会福祉課／社会福祉協議会 こども課 こども課 こども課
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研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名

該当施策

日時

場所

参加人数

参加者、
参加機関

内容

主管課

発達支援事業研修会
（フォローアップ研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

資質向上のための研修会 認知症フォーラム 市民向け講演会

基本目標3　施策8　推進項目8-2 基本目標2　施策4　推進項目4-2 基本目標１　施策３　推進項目３-１ 基本目標１　施策３　推進項目３-１

Ⅰ：令和７年８月８日（金）９：３０-１５：３０
Ⅱ：令和７年１０月１５日（水）１３：３０-１６：３０
Ⅲ：令和７年１２月１７日（水）１３：３０-１６：３０

令和7年12月15日（月）13：30～15：30 令和7年9月7日（日）13:00～16:00 令和7年11月15日（土）14:00～16:00

Ⅰ：東海市市民活動センター　大会議室Ａ／Ｂ
Ⅱ：しあわせ村　第１・２会議室
Ⅲ：しあわせ村　第１・２会議室

市役所403会議室 しあわせ村　多目的ホール しあわせ村　多目的ホール

14名 18名 123人 74人

保育園、あすなろ学園、小規模保育所、幼稚園、
小中学校、教員研修センター、児童館、児発・放デ
イ、児童クラブ、障がい者相談支援センター、子育
て支援センター、健康推進課等

東海市障がい者相談支援センター、健康推進
課、学校教育課、社会福祉課、こども課

一般市民 一般市民

Ⅰ
講義「応用行動分析及び感覚統合の考え方を生
かした支援の評価と支援情報の共有のための
ツール」
演習「アセスメントに基づく支援情報共有シート
の作成」

Ⅱ・Ⅲ
事例検討

講師：日本福祉大学教育・心理学部こども学科
教授　渡辺顕一郎氏
藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション
学科作業療法評価学分野　　助教　伊藤美保子氏

（目的・内容）
主に相談支援業務における対応力の向上を図
ることを目的として、こども家庭センター職員
の資質向上及び東海市総合福祉計画に係る
権利擁護に関わる講演会・研修等の一環とし
て開催。
当事者による講演及び当事者を交えたグルー
プワークを行った。
精神に障がいを持つ当事者が、妊娠・出産・子
育てにおいて感じた社会との障壁や障がいの
ない人との違い等を学び、支援の際の良好な
関係性を築く方法を学んだ。

１　基調講演「認知症を知ろう！」
　　講師：
　　藤田医科大学病院
　　認知症・高齢診療科　教授　武地一氏

２　シンポジウム
　　テーマ：「デイサービスを楽しく利用するコツ」
　　シンポジスト：
　　藤田医科大学病院
　　認知症・高齢診療科　教授　武地一氏、
　　認知症の人と家族の会　尾之内直美氏
　　作業療法士、認知症当事者及び、その家族
　

高齢化の進む足助地区での取り組みを紹介しな
がら、地域包括ケアを推進していく上での、地域
住民・医療・介護・行政等が連携した活動を行う
ことの重要性を講演。

講師：足助病院名誉院長　早川富弘　氏

こども課 こども課 高齢者支援課 高齢者支援課
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研修会等の開催結果について 資料２

研修会等名

該当施策

日時

場所

参加人数

参加者、
参加機関

内容

主管課

災害ボランティアセンター設置・運営訓練 ボランティア養成講座

重点項目：
災害に備えた福祉の体制づくり

重点項目：
多様な主体が参加できる地域づくり

令和８年２月２８日（土）９：００～１６：００
⑴傾聴ボランティア養成講座
⑵手話奉仕員養成講座
⑶福祉サポーター養成講座

しあわせ村 しあわせ村

１５０人程度
２７人
２１人
143人

ボランティア団体、福祉団体、コミュニティ関係
者、民生・児童委員、一般市民、商工会関係、事
業所関係

市民

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

内容：
災害によって、市内に甚大な被害を受けた際
に設置される、災害ボランティアセンターの機
能や運営についてを学ぶ

・傾聴ボランティア養成講座
　内容：高齢者等を対象に傾聴活動の協力者
　を養成　全５回

・手話奉仕員養成講座
　内容：全４３回
　
・福祉サポーター養成講座
　内容：車いす体験、高齢者疑似体験
　　　　　民生委員・児童委員対象（各部会１回）

社会福祉協議会 社会福祉協議会
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生活支援コーディネーター等活動状況について（令和７年４月～１２月） 

 

１．緑陽地区（令和６年度より設置） 

 相談支援 参加支援 地域支援 
ネットワー 

クの構築 
資源開発 研修 

合計 

件数 

緑陽 ２５  ８ ６３ ４４ ２  ０ １４２ 

緑陽地区 

以外 
８１ １３ １９ ２６ ６  ０ １４５ 

市全域  ０ １５  ４ ４５ １ １３ ７８ 

 

(1)相談支援・参加支援 

日常生活の困りごとを抱えている人を必要なサービスや関係機関へつなぐ。 

緑陽の相談支援は、緑陽コミュニティセンターと千鳥健康交流の家で実施して

いる「出張福祉相談所」によるもの、また地域包括支援センターからや地域のサ

ロンでの相談。相談内容が明確でつなぎ先のある相談であり、ケース会議の開催

や相談から伴走しながらの参加支援と至ったケースはない。 

住民や関係機関より緑陽以外の地域の相談を聞くことが多い。相談がつながる

よう今後も地域との関係性を深めていく。 

【出張福祉相談所】 

令和６年度より緑陽コミュニティセンターと千鳥健康交流の家にて出張相談を

実施。今年度も継続的に実施している。 

実施場所 実施回数 相談者数 

緑陽コミュニティセンター ８回 ７人 

千鳥健康交流の家 ９回 ８人 

※11 月の緑陽コミュニティセンターの出張相談所は他事業と日程が重なり中止 

相談に対して福祉サービス等の情報提供をするとともに、専門的な支援が必要

な認知症に関する相談は地域包括支援センターへ、子どもの相談は行政担当課へ

つないだ。 

相談件数としては少ないが、実施場所には地域住民がおり、生活状況や住民が

感じていることなどの情報交換の場となっており、今後も継続していく。 

千鳥健康交流の家では、昨年度末に住民よりスマホを地域の人に教えてあげた

いと相談があり、相談所開設時に一緒にスマホ相談も行っている。 

(2)参加支援 

 社会とのつながりづくり、必要に応じた個別参加支援。 

地域包括支援センターや学校からの相談を受け、買い物バスへの参加や囲碁が

行えるような支援、小学校での伊勢湾台風の体験講話が行えるよう支援した。 

 

 

東海市社会福祉協議会 

資料３ 
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(3)地域支援 

地域課題の発見や安心して暮らせる見守り体制づくり。 

緑陽コミュニティセンターや千鳥健康交流の家、地域のつどい場等に出向き、

地域住民の声を聞く等、地域資源や地域生活課題の発見に努めるとともに、何か

気になることがあれば CSW へと周知した。 

小中学校のボランティア・福祉体験教室や、名和中学校の不登校支援サポート

ルームへ出向いた。 

緑陽コミュニティセンター １７回 

千鳥健康交流の家 １０回 

つどい場（サロン・ゴムバンド運動）  ５回 

小・中学校 ２０回 

その他  １１回 

 

(4)ネットワークの構築 

 相談から適切なサービスへつなぐことができるよう、定期的にコミュニティの

定例会や民生児童委員協議会へ参加しネットワークを構築した。 

名和中学校の不登校支援サポートルームとの関わりや、ここなパントリー事業、

子どものつどい場事業等を通して子どもの課題が多様化しており、子どもの状況

を把握するため小中学校やスクールソーシャルワーカーとの関りが増えている。 

緑陽コミュニティ定例会 １０回 

名和地区民生委員児童委員協議会 ７回 

緑陽小学校支援協議会・名和中評議委員会等学校関係

（スクールソーシャルワーカー含む） 
１４回 

名和地区２層会議  ４回 

行政や地域包括支援センター主催の会議 ３回 

その他打ち合わせ等 ６回 

 

 (5)資源開発 

  個別支援から見える課題の解決に向けた新たなサービスや仕組みの開発。 

上名和地区の住民より買い物に困ると相談を受け、買い物支援実施に向け話し合

いを行い、試し運行に至ったが、新しくスーパーマーケットができ、住民より継続

的な希望がなくなった。今年度、住民、事業所、行政関係課とともにワークショッ

プを予定。住民の声をもとに協働を進めていく。 

 

２．富木島地区（令和７年度より設置） 

※包括支援センター業務と兼務 

 相談支援 参加支援 地域支援 
ネットワーク

の構築 
資源開発 研修 合計件数 

富木島 ３４(１１) ５(５) ７５(２９) ５９(２１) ６(５) ５(５) １８４(７６) 

 ※上記件数の内()内は CSW の活動件数。その他に関しては CSW のもと他の職員が対応した件数 
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 (1)相談支援・参加支援 

地域支えあい活動団体や民生児童委員、富木島ふれあいコミュニティと密接に

関係性を保つことで、多世代の相談が入るようになった。また各専門機関からの

相談も入っている。 

精神疾患を抱える一人暮らし、多問題世帯、不登校の子の支援などの相談を受

けて、伴走及び地域と繋がる仕組みづくり、参加支援に取り組んだ。 

精神疾患を抱える高齢者ではない一人暮らしの支援について、地域支えあい活

動団体、行政担当課と連携を取り、高齢者ではないが、地域の見守り対象者とし

て、地域とつながった。 

多世代、不登校の子の支援について、子の興味のあることを共有することで、

子とつながり、他機関と情報共有をしながら支援している。 

   高齢の親と知的障がいのある子の世帯について、昨年度より伴走を続けていた

が、子が地域資源とつながり、参加が継続できているため、見守り支援を続けて

いる。 

包括支援センター業務との兼務のため、高齢者の相談は包括支援センター業務

と捉え CSWの件数に計上していない。 

(2)地域支援 

地域課題の発見や安心して暮らせる見守り体制づくり。 

地域支えあい活動団体の見守り訪問への参加、地域の催しへの参加、困りごと

を発信できない人のアウトリーチを行った。 

(3)ネットワークの構築 

富木島地区民生児童委員、富木島ふれあいコミュニティ、富木島地域支えあい

団体と密に連絡を取り合っており、相談から参加に向けた地域へつなぐことがで

きるよう、定期的にコミュニティの定例会や民生児童委員協議会へ参加しネット

ワークを構築した。 

富木島地区民生委員児童委員協議会 ３回 

富木島地区２層会議 ２回 

行政や地域包括支援センター主催の会議  １１回 

自立支援ケース会議  １回 

その他打ち合わせ等  ４回 

 

  (4)資源開発 

   個別支援から見える課題の解決に向けた新たなサービスや仕組みの開発。 

   買い物が不便という地域課題があり、運転ボランティアを確保した。車両を提

供できる事業所への依頼と説明を行った。しかし、地域の条件に合わない、車両

保険の関係で協力が得られず、実施に至らず。今後も他事業所へ依頼をしていく。 
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令和７年度４月～１２月地域別意見交換会報告 

 ３層エリアでコミュニティ単位に限定せず、住民、関係機関等と意見交換会を実施。 

地 区 実施回数・延

べ参加者数

等 

意見交換会のテーマと内容 

緑  陽  『地域防災について』 

自然災害への「備え」に関するアンケートを作成し、地域の中で実施

中。集計後、住民と話し合いを実施していく。 

『住民ワークショップ』 

地域について住民、事業所、行政、社協等で話し合い、協働していく

ためのワークショップを２月３月で３回実施予定。 

名  和 ２回 

(２７人) 
名和団地シニ

アクラブさつ

き会、地域包

括支援センタ

ー 

『名和団地の実情と課題、課題からみえてきた見守りについて』 

団地内の情報交換を実施。子ども、外国人、さつき会以外の人との

つながり、名和にもともと住んでいる住民との関係について等さまざま

な意見があった。シニアクラブに入っていない人たちともつながりが

必要と見守り実施にむけ相談を進めていく。 

平  洲 ７回 
（５７人） 
公民館、子

ども会、民

生・児童委

員 、 町 内

会、星城大

学、放課後

児 童 ク ラ

ブ、市会議

員 、 保 育

園 、 幼 稚

園、重症児

デイ、平洲

コミュニテ

ィ、SSW、行

政 関 係 課 

等 

6月より月に 1度、意見交換会を実施。 

テーマを毎月変えて、地域の中での横のつながり作り。 

『地域活動と近況報告』 

・地域で誰もが集まれるフリースペースの必要性と、それぞれの活動

の情報発信について。 

『昨今の平洲シニアについて』 

・今の高齢者のつながりと、高齢者を支援するネットワークについて。 

・高齢者のスマホの活用促進について。 

『地域の子どもたち』 

・各団体の子どもに関する活動の内容と課題について。 

・地域の中学生のボランティア活動について 

『地域防災について』 

・個人、団体がどのような防災対策をしているのかの情報共有。 

明  倫 １回 

(５人) 
明倫コニュ

ニティー役

員、行政関

係者課 

 

『買い物支援バス運転手について』 

買い物支援が必要である地区もある事を共有したうえで意見を出し

てもらった。施設側の負担や、スーパー側からの支援は出来ないも

のなのか、ボランティア運転手のリスクの高さ責任問題等の話が出

た。 

1回 

(１７人) 
山中団地住

人、民生委

員、障害者

支援センタ

ー荒尾、障

害者支援セ

ンター横須

賀、健康推

進課、包括 

『買い物バスを利用してみて』 

・重たい物を購入するため助かっているという話が聞けた一方、買い

物バスが利用できていない住人もおり、今後増便をするのか、団地

内で検討をする。 

・利用人数が増えることにより、出欠が大変との意見も出ていた。 

『住民同士のつながりについて』 

自治会がないため、回覧も回らない情報源は広報である。 

外国人のマナーが悪く、ゴミステーションの管理がしきれないと意見

があった。ベトナム人・スペイン人が住んでいる。 
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富木島 

 

1回 

（８人） 

富木島中

学校、家

庭児童相

談員、富

木島児童

館、主任

児童委

員、 

『異世代交流について』 

山田地区に子ども会がないため、子ども同士の交流がない。R６に子

ども向けの交流イベントを自治会で行った。今後も続けたいという意

見があり、高齢者のつどいと組み合わせることで、異世代間の交流が

生まれ、今後地域の中のつながりを深めていくことを話し合い、試験

的にイベントを協働で行うことになった。 

『中学生の不登校について』 

中学生の不登校の数が増えているが、原因についての共有を行っ

た。原因について、地域でできることを今後話し合いを行う。 

船  島 

 

 

 

 『地域の要配慮者の見守りについて』 

R５．１０より定期的に月１回程度、民生委員さんと高齢者と要援護者

配慮者の見守り活動を行っているが、現状把握ができたため、今後

の見守り方について話し合う予定。 

大  田 ４回 
（１２人） 
木田の里施

設長、 

子ども会、

小学校 PTA 

見守り隊, 

民生委員 
児童館職員 

 

9月より、月に 1度意見交換会を実施している。 

テーマを毎月変えて、多様な方が参加出来るように実施。 

『地域の子どもたち』 

PTA、子ども会、児童館職員等子どもに関わる方々と共に、今の大田

の子どもたちの現状と、今後の大田地区での子ども会のあり方につ

いて話し合いを行った。 

『災害と避難所』 

大田にある社会福祉法人の施設長や大田の民生委員と共に災害時

の施設での避難者の受け入れの問題についてや、平時からの施設

と、コミュニティーの関りについて話し合いを行った。 

横 須 賀 ３回 

（８人） 
東海福寿園

施設長、職

員、ゴムバ

ンド世話

人、シニア

クラブ 

『ゴムバンド運動の再編・実施について』 

中ノ池住民の声をきっかけに、高齢者の活動の場として関心のあるゴ

ムバンド運動の再編を検討した。 

自治会、シニアクラブに未加入の住民も参加できるよう、東海福寿園

が地域貢献として場を無償提供し、施設に入居している養護の方と

住民が一緒に行うゴムバンド運動の実施に向け、ルールや決めごと

地域との交流について話し合いを行った。 

『買い物について』 

東海福寿園が地域貢献で買い物支援事業に協力いただいており、

福寿園のゴムバンド参加者の中には、買い物バスを必要としている

方がいることが分かった。表に出にくい声を拾うため、実際のニーズ

を確認し、その結果を踏まえ、必要に応じて実施に向けた検討を行

う。 

加 木 屋 １回 

（７人） 
子育て支援

活動団体 

民 生 委 員 

市民館  

『ママのひとやすみについて』 

活動の継続について。この活動が必要と思う協力者と主催の市民館

で話し合いをした。市民館の考えは子供に特化した設備ではないこ

と、加木屋コミ内の参加が少なく、市外も 

参加する為、今後も実施するべきかを悩んでいる。 

協力者の考えは子育て中のママには必要な場所であり、活動できる

場所を探している。 

今後、北社山にも回覧が回る為域住民の予約が増えることも期待し

ている。 
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話し合いで 11/12、1/4 と決まっていたが、市民館に衝突する事故が

発生し、中止となった。開催予定の目処が立たっていない。 

三 ツ 池 １回 

（１１人） 
加木屋地区

民生委員、

茶論参加

者・世話人 

『買い物バス及び集い場（ゴムバンド）実施について』 

 昨年度、意見交換会から発足した東加木屋買い物バスであるが、

参加者が少なく、運行しないことが多い。継続の意向は地域からある

ため、今後の在り方について検討が必要。また、民生委員等からゴム

バンド等の運動ができるつどい場を検討したいと声があったため、

9/16 に東加木屋を中心とした課題や今後の取り組みについて話し

合った。それぞれ買い物については様々な意見もあり、現状の買い

物バスとしての形は休止。代わりに高齢者の体力低下を防ぐため、き

っともっと体操を茶論等で導入した。 

加木屋南 ２回 

(２０人) 
加木屋南コ

ミ自主防災

会、行政関

係課等 

『加木屋南コミュニティの防災について考える』 

昨年度に引き続き、加木屋南コミの防災についての意見交換を実

施。意見交換会の中で出た住民の防災意識を高めるための手段１

つの形として、9/6 に防災訓練を親子、子どもを中心としたイベントと

して実施した。参加者からの良い意見も多く、来年度の形についても

検討する。 

また、福祉避難所からの地域とのつながりを求めるニーズもあり、

今後地域と施設が日頃から繋がれる場も検討していく。 

※実施回数・延べ参加者数等の欄に／線があるものは、地域別意見交換会が未実施だが、今年度予定しているもの 
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１ 基本方針 

  基本的な考え方 

  地域共生社会の理念に基づいて推進される包括的支援体制の構築に向けた基本的

な考え方は、福祉分野の最上位計画である第４次東海市総合福祉計画（以下、「総合

福祉計画」という。）に定めています。この重層的支援体制整備事業実施計画（以下、

「本計画」という。）は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下、「法」とい

う。）第１０６条の４に規定されている重層的支援体制整備事業（以下、「本事業」

という。）を適切に推進するために、法１０６条の５の規定に基づき策定したもので

す。全体の方向性は、総合福祉計画に定めていますが、本計画は年度計画として策

定し、本事業の具体的な提供体制に関する事項について示し、取り組みを推進する

ものです。 
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 基本理念

 

  総合福祉計画の理念である、「おもい つながり ささえあう」が実現できる地

域を目指し、事業を推進していきます。 

 

 地域の捉え方 

   地域生活課題やニーズは多様化しており、その内容に応じて必要なエリアによ

り支援できるよう体制整備を進めます。 
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２ 事業計画 

  本事業は、障がい・こども・高齢・生活困窮などの既存の相談支援事業・地域づ

くり事業を一体的に実施することに加え、既存制度のみでは直ちに対応が難しい支

援ニーズへの対応力を向上させるための多機関協働事業等を実施し、既存制度・機

関の支援者の対応力強化と既存制度・機関間の連携強化を図り、包括的な支援体制

を構築することを目的としています。 

  なお、各分野（障がい・こども・高齢・生活困窮）をメインシステムと位置づけ、

重層的支援体制整備事業はサブシステムとしてメインシステムの機能向上を図る

ための手段として活用しながら、本市における包括的な支援体制を目指していきま

す。 

 

 包括的な相談支援事業 

本市における相談支援事業は、分野横断的な相談支援事業所等を新たに設置する

のではなく、それぞれの法等で規定された既存の相談支援事業所はそのままに、連

携を図りながら進めます（基本型）。 

本市における相談支援事業については、表１のとおりです。本市では、本事業に

係る相談支援機関のみでなく、８０５０問題やヤングケアラーの支援など、教育委

員会や権利擁護支援センター等、関係機関との連携も密にしながら、一体的な相談

支援体制の構築をしています。 

表１ 本市福祉分野における主な相談支援体制 

社会福祉課 

社会福祉協議会 

障がい者相談支援センター 荒尾事業所 

障がい者相談支援センター 横須賀事業所 

高齢者支援課 

高齢者相談支援センター 

高齢者相談支援センター（分室） 

在宅医療・介護連携サポートセンター 

こども課 

 こども家庭センター 

（こども課・健康推進課） 

子育て総合支援センター（こども課） 



4 

 

ア 地域包括支援センター設置事業 

担 当 課 高齢者支援課 

事 業 内 容 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６に基づき、
高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、介護保険やその
他の保健福祉サービスを適切に利用するため、社会福祉士、保健師、
主任ケアマネジャーなどの専門スタッフが、総合的な相談や権利擁
護、介護予防のケアプラン作成などの様々な支援を行います。 

主たる支援対象者 ６５歳以上の高齢者等 

実 施 方 式 委託（社会福祉法人 東海市社会福祉協議会） 

圏 域 市内５圏域 

相 談 場 所 東海市高齢者相談支援センター 
東海市高齢者相談支援センター（分室） 

人 員 配 置 主任介護支援専門員６名、保健師１名、社会福祉士４名（準ずる者
１名を含む）、看護師３名、介護支援専門員４名 

 

イ 障がい者・障がい児相談支援事業 

担 当 課 社会福祉課（者）／こども課（児） 

事 業 内 容 

障害者総合支援法（平成１７年法律第１２３号）第２条に基づき、
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等、必要
な支援を行うとともに、対象者に対する虐待の防止及びその早期発
見のための関係機関との連絡調整その他の対象者の権利擁護のため
に必要な援助を行います。 

主たる支援対象者 障がい児、障がい者、難病患者やその家族及び介護を行う者 

実 施 方 式 一部委託（社会福祉法人さつき福祉会、株式会社波音） 

相 談 場 所 荒尾事業所（荒尾町）、横須賀事業所（養父町） 

人 員 配 置 

（荒尾事業所） 
・コーディネーター１名、専門職員（社会福祉士、精神保健福祉士
等）を２名以上配置 

（横須賀事業所） 
・専門職員（社会福祉士、精神保健福祉士等）を７名以上配置 

 

ウ 利用者支援事業 

担 当 課 こども課／健康推進課 

事 業 内 容 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条第１号
に基づき、子ども及びその保護者等が、教育・保育・保健その他母
子保健事業及び子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な
場所において、当事者目線の寄り添い型の支援を実施します。 
【基本型】 
 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提
供、相談、利用支援等を行います。 
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 地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調
整、連携、協働の体制づくりを行います。 

 出張相談支援として、児童館に出向き、子育てに関する全般的
な相談や子育てサービスに関する情報提供をします。 

 子育て支援センター事業の中で、子育てに関する全般的な相談、
利用支援等を行います。 

【こども家庭センター型】 
 母子保健機能と児童福祉機能を一体的な組織として運営し、子育
て家庭に対する相談支援を実施することにより、両機能の連携・協
働を深め、個々の家庭に応じて、切れ目なく漏れなく対応をします。 
 妊産婦及び乳幼児の健康保持・増進に関する包括的な支援を行
います。 

 こどもとその家庭（妊産婦を含む）に対して、虐待への予防的
な対応から個々の家庭に応じた支援まで、切れ目なく対応します。 

 「家庭支援事業」を中心とする必要なサービスや地域資源を有
機的に組み合わせ、「サポートプラン」として必要な内容を組み立
てます。 

【妊婦等包括相談支援事業型】 
⑴ 妊産婦とそのパートナー等を対象に、妊婦給付認定の申請時、
出産前及び出産後の適切な時期に必要な情報提供や相談を行い、
ニーズに応じて必要な支援につなげるための面談等を実施しま
す。 

⑵ 必要に応じてこども家庭センター事業や関係機関との連携を行
い、包括的で切れ目ない支援を提供します。 

⑶ 子育てアプリを提供し、子育て情報の配信やオンライン相談も
含めた相談窓口の周知を行います。 

主たる支援対象者 妊産婦及び、子育て家庭の親とその子ども 

実 施 方 式 
直営   
【基本型】子育て総合支援センター 
【こども家庭センター型】こども課／健康推進課 

相 談 場 所 

【基本型】市内１か所（子育て総合支援センター） 
【こども家庭センター型】市内２か所（庁舎こども課／しあわせ村
健康推進課） 
【妊婦等包括相談支援事業】市内２か所（庁舎こども課／しあわせ
村健康推進課） 

人 員 配 置 

【基本型】 
保育士４名（専任１名、兼務３名） 
【こども家庭センター型】 
こども課（統括支援員１名、子ども家庭支援員３名、虐待対応専門
員３名、心理担当支援員２名） 
健康推進課（保健師２名、助産師２名） 
【妊婦等包括相談支援事業】 
健康推進課（保健師２名、助産師１名） 
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エ 生活困窮者自立相談支援事業 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号）に基づき、生
活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、
アセスメントを実施して個々人の状態にあったプランを作成し、必
要なサービス提供につなげます。また、関係機関への同行訪問や就
労支援員による就労支援を行うことや、関係機関とのネットワーク
づくりと地域に不足する社会資源の開発に取り組みます。 

主たる支援対象者 生活困窮者を中心に、社会的に孤立する者等 

実 施 方 式 直営 

相 談 場 所 １か所（社会福祉課内に設置） 

人 員 配 置 主任相談員 １名 
相談員 ４名（就労支援員等を兼ねる） 

  

 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

主にひきこもりなどにより、支援につながることに拒否的な人や、必要な支援が

届いていない人に支援を届け、信頼関係の構築に向けた丁寧な働きかけを行い、継

続的な訪問支援等を行います。 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

潜在的な相談者の発見のために、民生委員等（地域のアンテナ役）
との定期的な交流・本人や家族との信頼関係の構築・関係性づくり、
支援に必要な情報収集（アセスメント）を行い、複合化・複雑化し
た課題を抱えながらも支援が届いていない人に関して家庭訪問や動
向支援を行います。 
・潜在的な支援ニーズを抱える者を早期に把握するために地域で気
にかけてくれる人を増やす。 
・本人やその世帯とのつながりを形成するために関係機関と連携を
図りながら本人と接触する方法を考えていく。 
・継続的につながり続け、支援を実施するために関係機関と連携を
図りながらチームで伴走支援をしていく。 

活 動 の 対 象 ひきこもりのご本人やその家族 

実 施 方 式 直営 

活 動 場 所 等 市内全域 

人 員 配 置 ３人（兼務） 
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 参加支援事業 

参加支援は、複雑化・複合化しているような既存の制度では支援が困難な事例に

ついて、相談支援で把握し、対応する方の、ニーズを把握し地域の活動等に繋げ定

着していけるよう、生活支援コーディネーターや、各分野の専門的な相談機関と連

携し、社会的孤立防止への取り組みを行います。 

また、コミュニティソーシャルワーカー（以下、「ＣＳＷ」という。）を設置する

ことで、個別支援から見える課題の解決に向けた新たなサービスや仕組みの開発を

行います。 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

既存制度では対応できないが、社会参加に係る支援の必要がある事
例について、地域資源等を活用した社会とのつながりに向けた支援
を行います。 
また、社会参加活動等の運用に関する地域との調整や個別支援から
見える課題の解決に向けた新たなサービスや仕組みの開発を行いま
す。 
・支援対象者本人やその世帯の支援ニーズを踏まえた丁寧なマッチ
ングを行う。 
・地域の社会資源や支援関係機関とのつながりづくりに取り組む。 
・地域における福祉サービスとの連携を図る。 

活 動 の 対 象 地域に住むすべての方 

実 施 方 式 委託（社会福祉法人東海市社会福祉協議会） 

活 動 場 所 等 主にモデルとして緑陽及び富木島ふれあいコミュニティエリア内 

人 員 配 置 ＣＳＷ：２名 
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 地域づくり事業 

本市における地域づくりは、既存の地域づくり関係の事業の取り組みを活かしつ

つ、コミュニティを中心とした地域運営体制のあり方の内容とも連携を図りながら、

多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行うことを目的としています。 

地域の実情に合わせて、生活支援コーディネーターが中心となり、担い手の育成

や社会資源の開発を進めるとともに、担当者が地域に出向き、第３層のコミュニテ

ィ単位や第４層の町内会自治会等のエリアを中心に、お互いに支えあえる地域づく

りを、地域住民とともに取り組みます。また、ＣＳＷとも連携しながら、地域づく

りを推進していきます。 

 

ア 生活支援体制整備事業 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

包括的支援体制の構築を推進するため、生活支援等の基盤整備をす
るＣＳＷ、生活支援コーディネーターの設置及び、就労的活動の場
を提供できる民間企業・団体等と、就労的活動の取り組みを実施し
たい事業者等とをマッチングし、役割を持った社会参加を促進する
ため、就労的活動支援コーディネーターを社会福祉協議会に設置し
ます。 
また、東海市生活支援体制整備等協議会を設置し、定期的な情報共
有、連携強化の場となるネットワークを構築します。 

支 援 対 象 者 高齢者を中心に、地域に住むすべての方 

実 施 方 式 委託（社会福祉法人東海市社会福祉協議会） 

活 動 場 所 等 市内全域 

人 員 配 置 

ＣＳＷ：２名 
第１層生活支援コーディネーター：１名 
第２層生活支援コーディネーター：６名 
就労的活動支援コーディネーター：２名 
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イ 地域介護予防活動支援事業 

担 当 課 健康推進課 

事 業 内 容 

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、ともに
参加できる介護予防活動の地域展開を目指して、地域における住民
主体の介護予防活動の育成・支援や新たな社会参加の促進を目的に
地域活動の人材育成のため、以下の事業を行います。 
１ 脳トレいきいき百歳体操サポーターの養成 
２ 専門職の派遣 
  地域の通いの場等に専門職を派遣し、通いの場の活性化を図り
ます。（保健師、栄養士、歯科衛生士、理学療法士等） 

３ 脳トレいきいき百歳応援事業 
  高齢になっても介護保険サービスに頼らず生活を維持できるよ
うに、高齢者がアクセスしやすい場所に体操グループを数多く育
成します。また体操グループの活動支援を行うサポーターを派遣
します。 

活 動 の 対 象 ６５歳以上の高齢者及びその支援のために活動に関わるもの 

実 施 方 式 直営 

活 動 場 所 等 市内全域 

人 員 配 置 保健師５名（兼務） 

 

ウ 地域活動支援センター設置事業 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

障害者総合支援法第７７条に基づき、障がい者の自立と社会参加の
促進に向けて、障がい者等の通いによる、創作的活動等の機会を設
けます。また、地域福祉の推進のため、医療・福祉及び地域の社会
基盤との連携強化に向けた取り組みを行います。 

活 動 の 対 象 障がい児、障がい者、難病患者等 

実 施 方 式 委託（株式会社波音） 

活 動 場 所 等 市内１か所（高横須賀町） 

人 員 配 置 ４名 

 

  



10 

 

エ 地域子育て支援拠点事業 

担 当 課 こども課、子育て支援センター 

事 業 内 容 

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置
を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育
ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目
的とし、以下の事業を行います。 
１ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 
２ 子育て等に関する相談、援助の実施 
３ 地域の子育て関連情報の提供 
４ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 
５ その他（親子発達支援事業など） 
※ 児童館は１～３のみ 

活 動 の 対 象 小学校就学前の児童及び保護者 

実 施 方 式 直営 

活 動 場 所 等 

・子育て支援センター市内３か所 
子育て総合支援センター（大田町）、北部子育て支援センター（名
和町）南部子育て支援センター（加木屋町） 

・児童館市内１３か所 

人 員 配 置 ・子育て支援センター 
保育士６名（総合）、保育士各４名（北部・南部） 

・児童館 
 児童厚生員各２名 

 

オ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

地域の福祉ニーズを踏まえた地域サービスの創出・推進を図るため、
総合福祉計画に位置付けられているプロジェクトを通じ、多機関で
話し合う場を設け、地域におけるインフォーマル活動のための活性
化を図るため、関係者で検討をします。 

活 動 の 対 象 市民 

実 施 方 式 補助（社会福祉法人東海市社会福祉協議会） 

活 動 場 所 等 市内全域 

人 員 配 置 １名（兼務） 
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 多機関協働事業 

 多機関協働事業は、本事業に関係者の連携を円滑にするなど、既存の相談支援機 

関をサポートし、本市における包括的な相談支援体制を構築することに加え、本人

の社会参加に向け、単独の支援機関では対応が難しい事例の調整役を担い、各機関

の役割分担や支援の方向性の検討を行います。 

 また、重層的支援会議も活用しながら、相談支援・参加支援・地域づくりに向け 

て一体的に支援を行うよう、働きかけをしていきます。 

 分野横断的な体制づくりのために、高齢、障がい等の分野や、相談支援、地域づ

くりという枠を超えて、地域のなかでともにつながっていくことができる体制づく

りを、共通のマークを活用しながら推進していきます。 

担 当 課 社会福祉課 

事 業 内 容 

既存制度等では対応できない支援ニーズや、単独の支援関係機関で
は対応の難しい事例について、事例全体に係る様々な調整（役割分
担・支援の方向性）を行い、支援の目標・方向性を整理したプラン
を作成します。 
また、既存制度等では対応できない支援ニーズ等に対応する社会資
源の把握と開発に向けて取り組むとともに、分野を問わず相談を受
け止めることができるような相談員の確保・資質向上に努めます。 

実 施 方 式 直営 

活 動 場 所 等 市内全域 

人 員 配 置 社会福祉士３名、保健師１名、社会福祉主事２名 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
このマークは、福祉に関する困りごとについて、分野を問わず相談を受け止
め、必要に応じ適切な支援機関につなぐ人や事業者の目印として作成したシン
ボルマークです。相談支援事業所や地域の方が一緒になって、気軽に相談しや
すい環境を整えていきます。 

ふくちゃん 
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３ 本事業の推進体制 

本計画は、年度毎に実施状況を確認した上で、施策の充実や見直しについて協議を

行い、円滑な事業実施に努めます。各分野の事業は各課で実施し、総合福祉計画推進

委員会の中で各事業の推進状況等を確認、見直しなどの協議を行いますが、分野を超

えた施策については、総合福祉計画推進協議会で評価を行います。 

なお、重層的支援体制整備事業における庁内連携会議については、課長級の会議を

総合福祉計画推進委員会で行うほか、管理者及び担当者同士の情報交換等については

重層プロジェクト内で行い、相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に推進します。 

孤独孤立対策プロジェクト及び災害対策プロジェクトにおいても、本事業の推進と

連動させながら進めていきます。 

事業推進組織体系イメージ図 

 

 総合福祉計画推進協議会 

目 的 
総合福祉計画の策定及びその推進に関する重要事項について調査審議
するために設置しているもので、計画の進行管理を行います。 

構 成 
学識経験者、社会福祉団体を代表者、児童福祉関係団体代表者、保健
医療関係代表者、社会教育関係団体代表者、町内会、自治会等の代表
者、市民 等 

内 容 
総合福祉計画の進捗管理を行い、分野横断的に取り組むべき事項や見
直し等を含め、福祉施策の提言に向けた協議などを行います。 

実 施 回 数 年２回（８月、３月） 

担 当 課 社会福祉課 
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 総合福祉計画推進委員会 

目 的 総合福祉計画について、具体的施策の調査検討、連絡調整及び進行管
理を行います。包括的支援体制の構築を目指すため庁内等の連携体制
を図り、体制整備を推進します。 

構 成 市民福祉部長を委員長とし、関係課長職を中心に、包括的支援体制を
構築するために必要な担当課の課長職にあたる者。必要に応じ、社会
福祉協議会等も参画して協議を行います。 

内 容 各分野における事業の推進状況等の情報共有や評価を行い、実施方法
等の見直しも含め、各種事業や庁内連携による推進の検討、協議を行
います。 

実 施 回 数 年２回（７月、２月） 

担 当 課 社会福祉課 

 

 生活支援体制整備等協議会 

目 的 地域資源や地域生活課題を共有し地域づくりや政策形成に結び付け、
自立した日常生活の支援に係る体制を整備します。 
また、孤独・孤立対策地域協議会の機能も兼ねます。 

構 成 学識経験者、各相談支援事業者、ＣＳＷ、生活支援コーディネーター、
就労的活動支援コーディネーター、サービス事業者、地域住民等 

内 容 各プロジェクトの取り組み状況、地域生活課題や社会資源の共有を行
い、課題解決に向け日常生活支援の促進に係る取り組みの検討、協議
を行います。 

実 施 回 数 年３回（６月、１０月、２月） 

担 当 課 社会福祉課 

 

 重層プロジェクト 

目 的 総合福祉計画における重点プロジェクトの相談支援体制プロジェクト
および地域づくりプロジェクトについて、一体的に検討する場として
設置します。 

構 成 関係各課、機関の担当者、地域住民 

内 容 行政主催で関係機関の管理者及び担当者会議として行うものと、社会
福祉協議会主催で地域住民と共に地域生活課題の解決に向けた検討を
行うものと内容を分けて実施します。 
行政主催の会議では、各分野の状況報告や施策形成に向けた情報交換
の他、地域住民との意見交換等を行います。社会福祉協議会主催の地
域住民とのワークショップでは、地域生活課題の解決に向けた検討を
行います。 

実 施 回 数 行政主催の会議：年３回 

社会福祉協議会主催の会議：２地区（各３回程度） 

担 当 課 社会福祉課、社会福祉協議会 
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 孤独孤立対策プロジェクト 

目 的 総合福祉計画における重点項目の若者支援を中心とした孤独・孤立対
策を検討する場として設置します。 

構 成 関係各課、機関の担当者、地域住民 

内 容 保健・福祉の担当者と学校現場の教職員が連携し、早期支援につなぐ
仕組みを構築するため、ワークショップ等を市内小中学校で実施し、
事例検討や振り返りをすることで各相談員のスキルアップをしていき
ます。 
身寄りのない高齢者等の孤立対策として、在職中に社会参加や必要な
制度等を学ぶことで、地域に関心を持ってもらえるよう、企業と連携
しながら実施していきます。 

実 施 回 数 年４回 

担 当 課 社会福祉課、社会福祉協議会 

 

 災害時支援プロジェクト 

目 的 総合福祉計画における重点項目の災害に備えた福祉の体制づくりを検
討する場として設置します。 

構 成 関係各課、機関の担当者、地域住民 

内 容 災害や緊急時に誰もが安全に避難することができ、安心して避難生活
を送ることができる体制を整えるため、平時からできる取り組みにつ
いて検討していきます。 
市民総合防災訓練や福祉避難所意見交換会等から出てきた意見も参考
にしながら、支援が必要な人に支援の手が届く仕組みを考えていきま
す。 

実 施 回 数 年６回 

担 当 課 社会福祉課、社会福祉協議会 

 

 重層的支援会議 

目 的 重層的支援体制整備事業が適切かつ円滑に実施されるために開催しま
す。 

構 成 その事例に応じて必要な担当課・関係機関 

内 容 プランの適切性の協議、終結時等の評価、社会資源の充足状況の把握
と開発に向けた検討を行います。 

実 施 回 数 年必要に応じて随時で実施します 

担 当 課 社会福祉課 
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 まるごと作戦会議（支援会議） 

目 的 
守秘義務をかけ、構成員同士が安心して潜在的な課題を抱える人に関
する情報の共有等を行います 

構 成 関係各課、機関の担当者 

内 容 潜在的な課題を抱える人の情報共有、支援方法の検討、役割分担、モ
ニタリング及び終結についての検討、決定を行います 

実 施 回 数 随時開催 

担 当 課 社会福祉課、こども課、健康推進課、高齢者支援課 

 

４ 評価 

  本事業については、関係機関等の連携体制の構築等が図られているか等の観点か

ら、事業の推進方法について評価・分析を行い、円滑な事業実施に努めます。 

  なお、本事業は総合福祉計画に位置付けられていることから、数値目標について

は、総合福祉計画で定められている指標（表２）を用いてＰＤＣＡサイクルにより

計画の推進・点検・評価を行います。 

評価指標の基準値については、令和４年度のものを使用し、目標値については、

総合福祉計画における５年後の中間目標値を本計画の目標値とします。また、プロ

セス評価については、各プロジェクトにおいて実施した内容を評価・分析していき

ます。これらの結果を、総合福祉計画推進協議会、総合福祉計画推進委員会、生活

支援体制整備等協議会等において、報告していきます。 

市と市民や地域・団体などが同じ認識を持ち、計画を推進できるよう、地域ケア

会議等を通じ、積極的に情報を提供していきます。 
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表２ 評価指標 

評価指標 
基準値 

※令和４年度 

目標値 
※令和 10 年度 

関連事業※ 

福祉に関する相談先を知っている人

の割合 
59.1% 64.0% 、 

生活の困りごとを相談できる相手が

いる人の割合 
81.2% 85.5% 、、、 

相談マーク（ピンバッジ）の配布数 294 個 3,300 個 、、 

地域の住民がお互いに支え合ってい

ると思う人の割合 
34.6% 40.1% 、 

地域福祉活動に担い手として参加し

ている人の割合 
14.8% 21.7% 、 

１年間に地域住民から相談がつなが

った件数 
114 件 300 件 、、、 

障がい者が社会参加できていると感

じている人の割合 
37.2% 42.2% 、 

社会参加・交流をしている高齢者の

割合 
37.8% 44.2% 、 

障がい者が地域で安心して暮らして

いると思う人の割合 
47.1% 51.8% 、、 

高齢者が地域で安心してくらしてい

ると思う人の割合 
55.8% 59.4% 、、 

子育てがしやすいまちであると感じ

ている１８歳以下の子どもを持つ人

の割合 

86.4% 88.7% 、、、 

子育ての悩みについて相談する場を

知っている人の割合 
46.9% 49.6% 、 

生活・学習支援の場の数 4 ヵ所 9 ヵ所 、 

地域子育て支援拠点等における子ど

もの年間延べ利用者数 
79,312 人 102,000 人  

※包括的な相談支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業、 

地域づくり事業、多機関協働事業 



令和8年度にむけた福祉政策の動向
と自治体の検討課題

日本福祉大学 原田正樹

1

1996
資料５



社会保障審議会福祉部会

2



①包括的な支援体制整備に向けた対応

・包括的な支援体制整備のために市町村が実施すべき施策の明確化

（１）地域住民同士の支え合い推進のための環境整備、（２）支援関係機関

同士の連携体制整備、（３）地域住民と支援関係機関の協働体制整備

・支援会議を活用可能な市町村の拡大（※）、市町村が地域の見守り

等に協力する団体を委嘱できる仕組みの創設

※ 重層的支援体制整備事業を実施していない市町村にも拡大

・重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた事業評価の導入

・生活困窮者自立支援制度の対象として、頼れる身寄りがいない高齢

者等が含まれることの明確化等

【議論の観点】
・ 2040年に向け、人口減少・単身世帯の増加等の社会情勢の変化や多様化・複雑化する福祉ニーズ、人口構造や
世帯構成の変化スピードの地域差、地域における支え合い機能の脆弱化への対応が課題

・ 全ての市町村で、多様な地域生活課題の解決に向けて、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、包括的
な支援体制の整備を強力に推進していく必要

・ 地域と行政が一丸となり、地域の資源を最大限活用し、地域住民、関係者が皆で共に地域を創り上げるため、
誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域共生社会のさらなる実現・深化を行うことが重要

１．地域共生社会の更なる展開について

社会保障審議会福祉部会報告書（概要）①

２．頼れる身寄りがいない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応について

①新たな第二種社会福祉事業の創設

・頼れる身寄りがいない高齢者等に対する「日常生活支援」「円滑な

入院等の手続支援」「死後事務の支援」を行う事業を第二種社会福

祉事業に位置付ける

②過疎地域等における包括的な支援体制整備のための

新たな仕組み

・過疎地域等における包括的な支援体制整備を推進するための新た

な仕組みの創設

福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を縦割りの基準から

分野横断的な基準に柔軟化、地域との協働促進を図る事業を実施

③地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化

・地域共生社会の実現に向けた行政責務・役割を明確化

・福祉以外分野との連携・協働の強化

②中核機関の位置付け等

・権利擁護支援のコーディネートや関係機関の連携強化等を行う事

務を市町村の努力義務化

・上記事務を担う中核機関の法定化



３．社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の
在り方について

４．災害に備えた福祉的支援体制について

①社会福祉連携推進法人制度の見直し

・地域の福祉ニーズを充足できていない場合等に、サービス提供体

制確保のため、第二種社会福祉事業等を実施可能とする

②既存施設の土地・建物等の有効活用

・地域の福祉サービスの提供を維持するため、社会福祉連携推進法

人が社員社会福祉法人の土地・建物等の貸付支援業務を実施

・社会福祉法人の解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加

①平時からの連携体制の構築

・包括的支援体制の整備を推進するための連携分野に防災を追加

・市町村地域福祉計画等の記載事項に災害福祉を追加

②DWATの平時からの体制づくり・研修等

・災害派遣福祉チーム（DWAT）として活動する者の名簿登録や研

修・訓練を国が実施

・派遣要請時におけるDWATチーム員の派遣元使用者の配慮義務等

を設ける

５．介護人材の確保・育成・定着について

①地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組

・都道府県が設置主体となって、人材確保に関する地域の関係者が地

域の実情等の情報を収集・共有・分析、課題を認識し、協働して実

践的に課題解決に取り組むためのプラットフォームの制度化

②若者・高齢者・未経験者などの多様な人材の確保・育成・定着

・テクノロジーの活用、働きやすい環境づくりの整備、タスクシフト/

シェアの推進（業務の整理・切り出しと介護助手の活用等）

③中核的介護人材の確保・育成

・潜在介護福祉士に係る届出制度の現任者への拡充

・介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置に

ついて、終了・延長両方の意見や、今後の養成施設の役割も踏まえ

た適切な対応

・介護福祉士養成施設の今後の在り方（国家資格の取得に向けた取組

の強化、地域の担い手への研修、ICT教育、リカレント教育等）

④外国人介護人材の確保・定着

・小規模法人での外国人材の確保・定着のため、海外現地への働きか

け、日本語教育・生活環境整備など地域ごとに必要な支援策の検討

・准介護福祉士制度について、廃止すべきとの意見を踏まえ、フィリ

ピン政府との関係等も考慮した適切な対応

社会保障審議会福祉部会報告書（概要）②



包括的な支援体制整備に向けた対応（論点）

○ 現状や課題、中間とりまとめ等を踏まえ、以下の点についてどのように考えるか。

（市町村における包括的な支援体制の整備の推進）

・市町村が包括的な支援体制を整備を進めるにあたって実施すべき施策の明確化（地域住民の支え合いを促進する施策、支援関係機関

同士が連携して支援を行う施策、地域住民と支援関係機関の連携・協働を図る施策 等）

・重層的支援体制整備事業を実施していない市町村の体制整備の促進（支援会議の活用を可能とする 等）

・地域住民等と支援関係機関の連携・協働を図るための方策を推進（市町村が協力団体を委嘱できる仕組みの創設 等）

・生活困窮者自立支援制度による対応強化（制度対象に支援が必要な者が幅広く含まれることを明確化、福祉事務所未設置町村における

一次相談事業の拡充（努力義務化） 等）

論点①

5

①地域で支え合う機能
（居場所・交流の場、

見守り等）

③地域と支援関係機関をつなぐ機能

②支援関係機関同士が
連携して支援を行う機能

（部局横断的ケース会議等）

地域住民等

支援関係機関
こ
れ
ら
支
援
を
一
体
的
に
行
う
「
包
括
的
な
支
援
体
制
」

≪包括的な支援体制のイメージ図≫ ≪支援会議の仕組み≫ ※現在、重層的支援体制整備事業実施自治体のみ活用可

（注）地域住民等：地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（４条２項）
支援関係機関：地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（４条３項）

• 複雑化・複合化した課題が疑われるケースの情報共有や支援方策等の検討を行う
• 守秘義務の設定

⇒ 一定の要件（※）を満たす場合、本人同意なしでケースの情報共有が可能となる

支援会議における守秘義務

例
多機関協働

事業者

相談支援事

業者

守秘義務により、
情報共有○

社会福祉

協議会

教育部局

参加支援

事業者等

※本人から支援を求め
ることができず同意が
得られない場合、速や
かに介入しなければ生
命、身体又は財産に危
険が見込まれるような
場合等



包括的な支援体制整備に向けた対応（論点②）

（都道府県における包括的な支援体制の整備の推進）

・都道府県による支援強化（市町村への伴走支援強化、広域対応が必要な支援実施主体としての役割の明確化 等）

（重層的支援体制整備事業の質の向上）

・検討プロセスの要件化（現状の地域資源の把握、地域の多様な関係者との対話 等）

・重層的支援体制整備事業実施計画の見直し（必須記載事項として目標・評価等に関する事項を追加、計画の定期的な見直し 等）

・財政支援の仕組みの見直し（体制整備（人件費補助）→機能面・取組面の総合評価に 等）

（※）必要な検討プロセス・事業の評価・見直し方法等は、調査研究を実施・整理し自治体に示す。なお、評価は支援実績件数のみでなく、

複数の要素を組み合わせて総合的に行うことを念頭に今後詳細を検討。

（包括的な支援体制の中でのこども・若者支援）

・こども・若者支援の推進（市町村に対し、こども・若者支援の観点に留意(※)した包括的な支援体制整備の必要性を周知、

生活困窮者自立支援制度における子どもの学習・生活支援事業の取組促進（努力義務化、補助の在り方）

（※）こども期からの予防的支援や若者の特性に留意しアウトリーチや継続的な伴走支援を行うこと 等

論点②

6

≪都道府県の責務・役割≫ ≪子どもの学習・生活支援事業の取組状況≫

○社会福祉法（昭和26年法律第45号）

第６条 （略）

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下

同じ。）において第百六条の四第二項に規定する重層

的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資

する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ

円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の

援助を行わなければならない。

≪包括的な支援体制の整備に向けた
都道府県後方支援事業≫

○ 予算額：1.5億円（令和７年度）

○ 国庫補助率：３／４

○ 主な実施内容

（１）都道府県庁内・外の連携体制確保

（２）市町村への研修（必要なプロセス等の実施）

（３）管内市町村同士のネットワーク作り

（４）管内市町村に対する伴走的支援の実施

（５）機運醸成のためのセミナー・シンポジウム開催

※国庫補助率は1/2 

R７年度から追加



• 住民ニーズ・住民発意を尊重した地域活動創出のコー
ディネートを行うため、コーディネーターを配置。

• 生活支援コーディネーターや生活困窮相談員等の福祉
分野に加え、集落支援員等、地域振興分野の役割も兼
ねることとし、住民発意に基づき分野・属性を問わな
い取組支援を可能とする。

地域活動運営機能

過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み（論点）

○ 現状や課題、中間とりまとめ等を踏まえ、以下の点についてどのように考えるか。なお、詳細（必要な人員体制等）については、自治

体の意見も聞きつつ、モデル事業等を実施した上で、実態に即した内容となるよう検討を進める。

（各分野の相談支援・地域づくり事業の体制整備）

・高齢、こども、障害、生活困窮の相談支援・地域づくり事業について、既存事業の機能を確保しつつ、分野別の縦割りではなく機能別

に構造化し、包括的な実施を可能とするため、配置基準等を柔軟化。

・相談支援は、一次相談対応に必要な分野・属性を問わない包括的な相談対応のための研修等も実施。専門的相談対応等を行うため、

都道府県や近隣市等との連携体制構築を要件化。

・地域づくりは、地域活動コーディネーターを配置。コーディネーターは福祉分野に加え、福祉以外のまちづくり分野等の役割も兼ねる。

地域活動・拠点運営については、既存の地域活動・拠点運営支援機能を共通化。分野・属性を問わない取組支援を可能とする。これら

について、地域運営組織（RMO）と一体的に実施することも想定。

（相談支援・地域づくり事業にあわせて実施する事業）

・重層的支援体制整備事業よりも簡素なものとし、地域との連携・協働機能の強化を図る内容とする。

論点

• 分野・属性問わず包括的に相談を受け止め、アセスメントし、

支援・サービスにつなげる。

• 専門的な内容は、市町村内の専門相談対応につなぐ又は都道府

県や近隣市等との連携体制を構築した広域対応につなげる。

• 分野・属性を問わない包括的な相談対応のための研修等も実施。

＜相談支援＞

一次相談対応

• 地域の事業者で対応が困難なケースの助言等対応を行う。

（※）支援拒否、虐待事案等、緊急的な対応相談を想定。

• 都道府県や近隣市等との連携体制を構築することを要件とし、

後方支援を受けられる体制とする。

専門相談対応

地域活動コーディネート機能

• 既存の地域活動・拠点運営支援機能を共通化し、住民

発意に基づく分野・属性を問わない地域活動・拠点運

営等を可能とする。

＜地域づくり＞

※連携体制の確保 地
域
と
の
連
携
・
協
働
の
強
化

専門職団体等
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近隣市等都道府県

①人材づくり（相談対応人材の共通化、地域づくり人材の一本化）

②地域住民参画支援（地域運営組織（RMO）などとの連携）

≪具体的なイメージ（案）≫

地
域
運
営
組
織
と
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
も
想
定



福祉以外の分野との連携・協働（論点）

○ 現状や課題、中間とりまとめ等を踏まえ、以下の点に関して、法令上の規定の整備を検討することについてどのように考えるか。

（福祉以外の分野との連携・協働）

・まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法等の他分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進するため、

包括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大

・地域福祉（支援）計画の記載事項として福祉以外分野関連施策との連携・協働に関する事項を明確化

※あわせて、都道府県による支援の強化や、地域運営組織（RMO）や指定地域共同活動団体との連携・協働などによる、福祉以外分野

とも連携・協働した住民主体の地域づくりと包括的な支援体制の整備をつなぐ取組を推進するため、調査研究を実施し、モデル事業

等に取り組む

論点

・ポイント部分は太字。
・文末は提案型でお願いします（例：･･･してはどうか等）
※年末報告書にする時点で、･･･べきである、･･･が適当である等に置き

換えるイメージです
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「新たな事業」市町村単位での支援体制のイメージ

○身寄りのない高齢者等への支援に当たっては、主に市町村単位で設置される地域の相談支援機関への相談を端緒に、必要となる支援
を検討し、支援の担い手につなぐことや、つなぎ先となり得る地域資源を開発することなどが必要。

○判断能力が十分でなく権利擁護の必要性がある方への支援は、市町村・中核機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を

基盤として、関係機関において相談を受け付け、関係者間における必要な情報共有や支援方針の検討を通じて、成年後見制度や日常生

活自立支援事業等を含めた地域の権利擁護支援策を調整し、チームによる適切な支援が行われるようにすることが必要。

○市町村単位でのこうした支援体制を整備する観点から、必要な取組について検討。

都道府県

連携・支援

都道府県
社会福祉協議会

社会福祉法人
連携・支援

市町村
社会福祉協議会

(家庭裁判所)

判断能力が
不十分な者

身寄りのない
高齢者等

相談
相談

地域包括支援
センター

自立相談
支援機関

基幹相談
支援センター

支援の
コーディネート

(チームの形成支援
・自立支援)

相談支援機関 適時・適切な連絡
（双方向の情報共有）

専門職団体

民間団体
・ＮＰＯ等 民間団体

・ＮＰＯ等

社会福祉法人

中核機関

当事者団体

直営
又は委託

専門職団体

当事者団体

居住支援法人

身寄りがなく、
判断能力が
不十分な者

相談

相談

頼れる身寄りのない高齢者等への支援体制 権利擁護支援の地域連携ネットワーク

支援のつなぎ、
地域資源の開発

直営
又は委託

高齢者等終身
サポート事業

生活困窮者
居住支援事業

日常生活自立
支援事業

成年後見人
による支援

互助等
による支援

士業等
による支援

ボランティア
による支援

地域資源

新たな事業

民生委員
による支援

相談

市町村

第29回社会保障審議会福祉部会
（令和７年９月８日）資料より抜粋
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災害に備えた平時からの福祉的支援体制（論点）

○ 災害時を見据え、平時からの福祉的支援の体制づくりを推進するために、以下の見直しを行うことについてどう考

えるか。

・ 国及び地方公共団体は、包括的な支援体制の整備等を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとさ

れ、当該措置の推進に当たっては、保健医療・労働・教育・住まい・地域再生等の関連施策との連携に配慮する

よう努めることが社会福祉法で規定されているが、これに「防災」との連携を加えるものとすること

○ 地方自治体が作成する地域福祉（支援）計画の記載事項は社会福祉法で規定されているが、これに、災害福祉に関

する事項を追加することについてどう考えるか。

また、具体的な記載事項として、地域福祉計画策定のガイドラインを改定して以下の記載を求めることとし、計画

策定の過程において災害時の対応を検討しておくよう促すことについてどう考えるか。

・市町村地域福祉計画において、

①防災関連施策（※１）や災害ボランティア活動（※２）に対し、福祉担当部局が、平時から災害時において

連携・協力を行う内容
（※１）個別避難計画の作成・活用、災害ケースマネジメントの実施 等

（※２）社協が実施するボランティアセンターの取組、災害支援を専門とするＮＰＯが実施する活動 等

②福祉サービスの提供体制の維持やサービスが途絶えた場合の代替サービスの確保方策（※３）

（※３）他市町村との連携、地域における協力体制の構築 等

・都道府県地域福祉支援計画において、

③ DWATの整備状況、災害時における役割や実施内容（※４）

（※４）市町村別の整備状況の把握、体制の増強、発災時の積極的な活用 等

論点
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福祉人材確保専門委員会における

議論の整理（概要）
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福祉人材確保専門委員会における議論の整理（ポイント） 令 和 ７ 年 1 1 月 1 1 日

⚫ 2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増加するなど、
介護ニーズは多様化・複雑化。現役世代である生産年齢人口の減少も見込まれる中、将来にわたって必要な介護サービスを安心
して受けられるよう、その担い手を確保することは喫緊の課題。

⚫ 今後の人口減少のスピードが地域によって異なる中で、地域のサービス提供体制を確保するため、地域ごとに抱える課題の共有
と必要な対応の実行、外国人を含む多様な人材の確保、介護現場で中核的な役割を担う介護福祉士等の確保・養成など、福祉部
会等で更に議論を深めた上で、介護人材確保策をより一層進めていくことが重要。

基本的な考え方

⚫ 都道府県が設置主体となって、人材確保に関する地域の関
係者が地域の実情等の情報を収集・共有・分析、課題を認
識し、協働して実践的に課題解決に取り組むためのプラッ
トフォームの制度化

⚫ 都道府県単位の情報共有の場に加え、「人材確保・定着」
「職場環境の改善、生産性向上・経営支援」「介護のイ
メージ改善・理解促進」などの地域ごとの個別の課題に応
じたプロジェクトチームの設置による重層的な構造

地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組
（プラットフォーム機能の充実）

⚫ テクノロジーの導入・社会的課題への対応等の側面からの
情報発信

⚫ テクノロジーの活用による介護の質の向上と業務負担軽減、
働きやすい環境づくりの整備、業務の整理・切り出しを進
めいわゆる介護助手を活用することで、タスクシフト/
シェアを進めることによる業務改善・生産性向上

若者・高齢者・未経験者などの多様な人材の確保・育成・定着

⚫ 中核的介護人材が担うべき役割・機能や必要な資質・能力
の整理、研修体系の整備、山脈型キャリアモデルの深化

⚫ 潜在介護福祉士に係る届出制度の現任者への拡充
⚫ 幅広い専門性や視点を有する人材の確保・育成のため、複

数資格の取得に係る方策として実務者研修の科目免除・単
位制の導入等

⚫ 令和８年度卒業者までの介護福祉士養成施設卒業者に対す
る国家試験義務付けの経過措置について、終了・延長両方
の意見や、今後の養成施設の役割も踏まえた適切な対応

⚫ 介護福祉士養成施設の今後の在り方（国家資格の取得に向
けた取組の強化、地域の担い手に対する研修、ICT教育、
介護職員・他分野で働く人材へのリカレント教育等）

中核的介護人材の確保・育成

⚫ 小規模法人における外国人介護人材の確保・定着のため、
海外現地での働きかけ、日本語教育や文化の違いへの対応、
生活環境整備など地域ごとに必要な支援策の検討（プラッ
トフォーム機能の活用）

⚫ 准介護福祉士制度について、廃止すべきとの意見を踏まえ、
フィリピン政府との関係等も考慮した適切な対応

外国人介護人材の確保・定着
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福祉人材確保専門委員会における議論の整理（概要）1/3 令 和 ７ 年 1 1 月 1 1 日

⚫ 2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増
加する。認知症高齢者や独居高齢者等の増加も見込まれるなど、介護ニーズは多様化・複雑化していく。

⚫ 現役世代である生産年齢人口の減少も見込まれる中、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、
その担い手を確保することは喫緊の課題である。

⚫ これまでの取組（※）に加え、より一層、人材確保策を強力に進めていくことで、介護サービスの提供体制を確保し
ていく必要がある。
※介護職員の処遇改善、多様な人材の確保・育成、離職防止・定着支援・生産性向上、介護職の魅力向上、外国人材の受入環境整備

介護人材を取り巻く状況

⚫ 高齢化や人口減少の状況、地域における人材の供給量など、地域の実情に応じた人材確保策に取り組むため、制度的
な仕組みとして、都道府県が設置主体となって、介護人材確保に関するプラットフォームを構築する必要がある。

⚫ 介護人材確保に関する地域の関係者（市町村、ハローワーク、福祉人材センター、介護労働安定センター、介護事業
者、介護福祉士養成施設、職能団体等）が地域の実情等の情報を収集・共有・分析することで課題を認識するととも
に、それぞれの役割・機能（例：公的機関の役割として、事業者の抱える課題に対する支援を実施）を果たしながら、
ネットワークの中で協働して実践的に課題解決に取り組むことが必要である。

⚫ 都道府県単位の情報共有の場に加え、より狭い圏域で「人材確保・定着」、「職場環境の改善、生産性向上・経営支
援」、「介護のイメージ改善・理解促進」などの地域ごとの個別の課題に応じたプロジェクトチームを設置すると
いった重層的な構造を取ることで、情報の収集・共有・分析、課題の発見、課題に応じた取組の実施、取組の効果の
検証、改善して次の取組につなげていくPDCAサイクルを回すこととする。

⚫ 福祉人材センターがコーディネーター的な中核的役割を担い、関係者の取組を連携させることが考えられる。
⚫ 地域における既存の協議会等との一体的な運営など適切な連携・役割分担を図ることや、広く福祉分野全体の人材確

保の観点から活用することの検討も必要である。

地域差を踏まえた各地域における人材確保の取組（プラットフォーム機能の充実）
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福祉人材確保専門委員会における議論の整理（概要）2/3 令 和 ７ 年 1 1 月 1 1 日

（中核的介護人材の役割等）
⚫ 多様な人材の確保にあたって、介護職チームを適切に機能させるために必要な中核的な役割を担う人材の確保が必

要になるため、中核的介護人材が担うべき具体的役割・機能や必要な資質・能力の整理、これを身につけるための
研修体系の整備の検討が必要である。あわせて、山脈型キャリアモデル（※）をより深化させる検討も必要である。
※サービスや経営のマネジメントを行う役割に加え、認知症ケア・看取りケア等の特定のスキルを極めることや、現場に加え地域全体の
介護力向上を進めることなど、介護人材が目指す複数のキャリアパス

（介護福祉士の届出制度）
⚫ 介護福祉士が離職した場合の届出制度について、現行の潜在介護福祉士への復職支援に加え、現任の介護福祉士に

も届出の努力義務を課すことで、地域の介護人材の実態把握や必要なキャリア支援を行うための仕組みに発展させ
ることが必要である。その際、届出情報の有効活用や、届出の具体的なメリット（研修情報提供等）が必要である。

（複数資格の取得に係る方策）
⚫ 地域の多様なニーズに対応する観点から、ある特定の分野にとどまらない幅広い専門性や視点を有する人材の確

保・育成のため、資格の役割や専門性にも配慮しながら、他の国家資格の養成課程を修了している場合等の実務者
研修（※）の科目免除、養成施設における単位制の導入等が必要である。
※実務経験者が介護福祉士国家試験の受験資格を得るために必要な研修

中核的介護人材の確保・育成

（情報発信・広報戦略）
⚫ テクノロジー導入・社会的課題への対応等の最新の介護に関する情報発信、プラットフォームも活用した地域の実情

を踏まえた広報戦略の検討、職場体験・インターンシップ等による地域の関係者の福祉現場の理解促進が重要である。

（テクノロジーの活用による業務負担軽減、介護助手の活用による業務改善等）
⚫ 定着支援の観点から、テクノロジーの活用による介護の質の向上と業務負担軽減、加えてテクノロジーを活用できる

人材の育成が必要である。また、働きやすい環境づくりのための雇用管理についても、プラットフォームの中でも議
論をしながら、取組を進めていく必要がある。加えて、業務の整理・切り出しにより介護の直接業務とその他業務を
明確化し、介護現場における周辺業務を担ういわゆる介護助手を活用することで、タスクシフト/シェアを進めること
による業務改善・生産性向上が推進される。

若者・高齢者・未経験者などの多様な人材の確保・育成・定着
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福祉人材確保専門委員会における議論の整理（概要）3/3 令 和 ７ 年 1 1 月 1 1 日

⚫ 今後の人口減少のスピードが地域によって異なる中で、地域のサービス提供体制を確保するため、人材確保は最重要課
題である。地域ごとに抱える課題の共有と必要な対応の実行、外国人を含む多様な人材の確保、介護現場で中核的な役
割を担う介護福祉士等の確保・養成など、介護人材確保策を検討する上で勘案すべき要素は多岐に渡る。福祉部会に報
告して更に議論を深めるとともに、介護保険部会等においても必要な議論を進め、多面的な観点で今後の介護人材確保
策をより一層進めていくことが重要である。

今後の方向性について

（介護福祉士養成施設卒業者の国家試験義務付けの経過措置）
⚫ 令和８年度卒業者までの介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置については、これまでの経

緯・取組を踏まえつつ、資格の質の担保、専門性の向上等の観点から終了すべきといった意見、介護福祉士養成施設
の入学者、介護人材確保等の観点から延長すべきといった意見、人材の質・量の両面での検討が必要であり本経過措
置を延長するか否かという二者択一の議論だけでは不十分であるといった意見など、本専門委員会での意見を踏まえ
つつ、介護福祉士養成施設の役割も勘案しながら、必要な対応を講じられたい。

（介護福祉士養成施設の役割）
⚫ 介護福祉士養成施設の今後の方向性として、国家資格の取得に向けた取組の強化（好事例の分析・収集・展開、日本

語教育の充実等）に加え、地域において期待される役割（地域の担い手に対する研修、ICT教育の実施、介護職員・
他分野で働く人材へのリカレント教育、既卒者への国家試験対策講座等）を果たしていくことについてもあわせて検
討が必要である。

中核的介護人材の確保・育成（続き）

⚫ 小規模法人における外国人介護人材の確保・定着のため、プラットフォーム機能を活用することにより、海外現地で
の働きかけなどの確保策、日本語教育や文化の違いへの対応、生活環境整備などの定着策といった地域ごとに必要な
対策を検討することが必要である。

⚫ 准介護福祉士については、資格に対する社会的評価・資質の担保や、介護福祉士の専門職としての地位の向上・確立
の観点から廃止すべきとの意見があったことを踏まえ、フィリピン国政府との関係等も考慮しながら適切に対応すべ
きである。

外国人介護人材の確保・定着
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社会保障審議会介護保険部会
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こども家庭庁 令和8年度予算案
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自治体として検討していくこと

頼れる身寄りのいない高齢者等への対応

実際に地域には、どんなニーズが、どの程度あるのか。

入院時等の生活支援、保証人、死後への不安・・・

ACP（Advance Care Planning）の新たな活用（啓発から制度化へ）

高齢者だけではなく、障害のある人、若年層も含む。 孤独・孤立対策

災害福祉（減災・防災）の対応

各事業所のBCP（事業継続計画）の進行管理とネットワーク化

個別避難計画と日常のソーシャルサポートネットワーク（見守り・支え合い）

自治体だけではなく、広域の避難計画、事業継続 DWATの受け入れ体制

介護・福祉人材の確保と社会福祉法人（事業所含む）連携体制

管内の事業所の実態把握（現状や課題）とプロジェクトチームの設置

法人間連携（将来的には社会福祉連携推進法人）の組織化

外国人介護人材の確保・定着にむけた支援
32



自治体として検討していくこと

事業所・自治体内のデジタル化

小規模事業所等への導入支援。

ICT、AI（ケアプラン作成、記録など）、センサー設備、介護ロボットなど

データベースの構築（個別データを世帯ごと、介護・医療連携の拡充など）

包括的支援体制の構築（新しいセーフティネット）

縦割り・分野別福祉から、包括的支援の体制へ（多機能集約化・重層化）

申請主義による「待ち」の福祉から、「予防（早期発見・早期支援）」への転換

包括的支援の仕組み（地域活動の基盤、アウトリーチ・包括相談、多機関・庁内連携）

重層的支援体制整備事業の効果的推進（支援会議、参加支援など）

人口減少にむかう対応（2040年）

持続可能な地域福祉 持続可能な地域であること 地域づくり

福祉ニーズの将来予測 要介護者のピーク、障害種別、出生数、地区別人口など

→ 必要な社会資源、サービス量の確保予測 社会基盤としての地域福祉
33



各プロジェクトの進捗状況及び来年度の取組みについて 

 

 第４次東海市総合福祉計画を推進するにあたり、４つのプロジェクトを掲げ、検討

を行った。 

 検討メンバーは、主に市関係各課及び委託先が主であった。推進協議会委員への案

内をしたことで、各プロジェクトについて、１～２名の参画をいただけた。 

 また、地域に出てワークショップ（以下「ＷＳ」という。）も実施した。 

・令和７年度の取組について 

ＰＪ名 相談支援体制 地域づくり 孤独孤立対策 災害時支援 

回数 
年６回 

他に事例検討２回 
年６回 

地域とのＷＳ２地区 
年４回 

ＷＳ・事例検討含む 
年６回 

Ｒ７ 
目標 

・支援会議の蓄
積、分析 
・ふくしマーク
の啓発、マニュ
アルの作成 
・地域に合わせ
た出張相談会の
実施 

・地域住民から
の地域生活課題
やニーズ把握方
法について検討 
・つなぐ体制に
ついて検討 

・教育と福祉の
連携ＷＳの実施 
・ＷＳから見え
てきた課題検討 
・支援体制検討 

・福祉サービス
の提供等に向け
平時からの情報
把握ができる取
り組みの検討 

備考 重層 PJと位置付け、同日実施   

 

・令和８年度の取組について 

ＰＪ名 相談支援体制 地域づくり 孤独孤立対策 災害時支援 

回数 
年３回（他に担当者会議２回） 
地域におけるＷＳを２地区実施 

年４回 年６回 

Ｒ８ 
目標 

・支援会議の蓄
積、分析を行
い、東海市の相
談傾向について

把握 
・ふくしマーク
の啓発及び、利
活用について意

見交換の実施 

・地域住民と共
に地域課題につ
いて検討し、ア
クションプラン

をもとに、活動
へつなげる 

・教育と福祉の
連携ＷＳ等の実
施 
・身寄りのない

高齢者等の支援
について、必要
な対策を検討す
る 

・平時からの取
組を検討し、個
別支援計画作成
率向上と、ひと

り一人に応じた
避難計画を作成
し、実際の訓練
で活用する 

備考 重層 PJと位置付け、同日実施 
ＷＳや研修会等
実施 

市民総合防災訓
練での実践 

  

資料６ 
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１ 相談支援体制プロジェクト 

〇ふくしの共通マークの啓発及びマニュアルの作成 

 ふくしの共通マークの名称について小中学生に募集し、一番多かった「ふくちゃん」

とすることとした。商標登録等確認したが、同一分野・目的での登録はなかったため、

この名称とする。 

 また、マークの啓発に関して、マニュアルの作成及び、連絡先の整理を行った。 

〇事例検討会 

 障がい分野の事例検討会及び孤独孤立対策プロジェクトで実施した教育と連携の事

例検討会に参加することで、どの分野においても、単一の課題であることは少なく、

分野横断的に検討していくことが大変有効であることを学んだ。 

〇相談員フォローアップ講座 

各分野３年以上の相談員等を対象とし、相談員等が個別アセスメントや地域アセス

メントの力を養い、地域住民と協働していくためのプロセスの積み上げ及び地域への

アプローチ方法を身に着けることができるよう研修会を実施し、アセスメントの重要

性を再確認した。 

〇出張相談 

 大池健康交流の家で、子どものイベントに合わせて実施した。何気なく相談ができ

る環境で実施できると良いという助言をいただき、３月２６日に高齢分野の内容で実

施するよう地域と調整をしている。 

＜次年度以降について＞ 

支援会議の蓄積から見える、相談の傾向等について深堀りし、本市の相談傾向につ

いて把握し、必要な体制について検討する。 

また、マークの周知・啓発について、関係部署間の連携を深めながら役割分担をし

つつ行えると良いと考えているほか、既にマークを配布している事業所等との意見交

換会を実施し、相談の繋がりやすさ等について意見交換を行う。 

出張相談会については、マーク着用者からつないでもらえるように啓発を行い、そ

の上で依頼があれば相談に出向くこととする。 

その他、事例検討会や相談員フォローアップ講座についても、引き続き実施する。 
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相談支援体制プロジェクト

相談支援体制プロジェクト（令和７年度の取り組み）

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

5/30（１回目）
ふくしマークと出張相談についてグループに分かれて検討
・ふくしマークの配布先＆配布方法
・出張相談の開催方法

9/10 富木島地区民協で情報交換会

7/25（2回目）
ふくしマークと出張相談についてグループに分かれて検討
・ふくしマークの配布先＆配布方法
・地域活動をしている人とのつながるためにできること

11/4.5 相談員フォローアップ研修

11/7（4回目）
ふくしマークの啓発について
ふくしマーク再周知について
・説明マニュアル、相談先一覧の作成

9/12（3回目）
出張相談（8/1こども分野）の振り返りと包括的な相談
支援体制についてグループに分かれて検討
・「包括的な相談支援体制」のイメージ共有

1/16（5回目）
ふくしマークの愛称の選定
ふくしマーク再周知について
・説明マニュアル、相談先一覧の作成

3/13（6回目）
支援会議蓄積のフィードバック
来年度以降のプロジェクトの進め方について

5～12月 ふくしマーク愛称募集

8/１ 大池こども分野出張相談

10/8 商工会青年部ふくしマーク説明

1/19 事例検討会（保健・福祉と教育）

10/8 事例検討会（障がい）

3/26 大池高齢分野出張相談（予定）

2月 マークの愛称「ふくちゃん」に決定
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２ 地域づくりプロジェクト 

〇地区民協における情報交換 

 富木島地区の民生委員・児童委員協議会において、小学校区ごとにわかれて情報交

換会を実施し、データだけでは見えてこない地域の情報を知ることができた。 

〇緑陽・富木島地区におけるワークショップの実施 

 緑陽、富木島地区ともに、ＣＳＷの呼びかけによりワークショップを実施。 

 緑陽コミュニティ 富木島ふれあいコミュニティ 

時期 令和８年２月～３月 令和７年１１月～令和８年２月 

メンバー構成 
コミュニティ、民生委員、主任児

童委員、小中学生、事業所、企業、
当事者団体、ボランティア等 

教職員、民生委員、主任児童委

員、ＳＳＷ、児童館厚生員、地域
住民、ボランティア等 

参加人数 25名／28名／3/15予定 8名／18名／12名 

内容 

我が町のことを、世代を超えて
地域住民が共に話し合い、地域
の課題を様々な角度から深掘り
を行う。最後に、課題解決に向け
たアクションプランを作成す
る。 

「こどもたちの課題」をメイン
テーマとして、関係者同士で地
域の課題を出し合い、課題の深
掘りを行う。最後に、課題解決に
向けたアクションプランを作成
する。 

 緑陽コミュニティでは、ＣＳＷが地域で活躍されている方に広く呼びかけ、多くの

参加者が集まった。中には親子での参加が見られる等、様々な世代の意見を聞くこと

ができている。第２回では、様々な地域の課題同士の関係性を視覚化することで、課

題の深掘りを行った。次回、アクションプランを検討し、次年度の実施に向けて地域

住民と調整していく予定。 

 富木島ふれあいコミュニティでは、こどもたちの居場所や地域でのつながりに関す

る課題等、世代を超えた課題が出された。課題の中から、身近な場所で気軽にできる

ことについて考え、例として空き教室の活用や地域での防犯対策に関するアクション

プランを作成した。次年度以降、引き続き地域住民と調整して実施していく。 

＜次年度以降について＞ 

 次年度以降も、今回とは違う２コミュニティ（渡内コミュニティ及び加木屋南コミ

ュニティを予定）において地域づくりプロジェクトとして実施し、地域の課題につい

て地域住民自身が考えることができるような機会をつくる。また、ＷＳの実施にあた

り、困り感や振り返りは、重層プロジェクトの中で行う。  
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地域づくりプロジェクト

地域づくりプロジェクト（令和７年度の取り組み）

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

5/31（１回目）
地域のニーズや資源を地域の人から聞くためにはど
のような準備が必要か検討する。
モデル地区（富木島）での情報交換の場を設定する。

8/27住民とのワークショップにおけるファシリテーター
養成研修会

7/25（2回目）
富木島地区民協に向けた準備をする。
・事前に資源情報を地図に落とし込む
・質問項目を整理する

11/7（4回目）
・各分野における地域へのつなぎ方（つなぎ先）について

9/12（3回目）
・情報交換会の振り返り
・ワークショップの進め方について検討する

1/16（5回目）
・各分野の地域づくりについて

3/13（6回目）
来年度以降のプロジェクトの進め方について

3/1 100人会議。「分野を超えた“ごちゃまぜ”の地域づくり」
をテーマに開催。

地域住民とのワークショップ（全３回） 【緑陽：２月１日、
２月２２日、３月１５日】

9/10富木島地区民協で情報交換会

地域住民とのワークショップ（全３回）【富木島：１１月２６日、
１月２０日、２月２５日】

地域住民とのワークショップ（富木島）に向けた事前打ち合わせ

地域住民とのワークショップ（緑陽）に向けた事前打ち合わせ
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３ 孤独・孤立対策プロジェクト 

〇教育と福祉・保健の連携強化に向けたワークショップ及び事例検討会 

保健・福祉の担当者と学校現場の教職員が分野を超え、課題を共有し、早期から連

携し支援につなぐ視点を育み、具体的に何を進めればよいのか等を考える力を養い、

それぞれが分野を超えて連携しながら対応することを目的とし、夏にワークショップ、

冬に事例検討会を行った。 

ワークショップの参加者は、５７名、事例検討会は６５名であり、特に教育側から

の好意的な意見も多く、連携に関しての関心の高さが窺えた。 

また、市の不登校対策協議会の資料にこの取り組みが報告されるなど、教育委員会

としても連携の必要性を認識しており、引き続き取り組みを進めていく必要がある。 

〇身寄りのない高齢者等の対策について 

 今年度、市内企業より、退職者に関する相談が複数件寄せられ、関係者で重層的支

援会議を開催した。東海市の成り立ちから、故郷から仕事のために出てきた人が多い

のではないかということや、「会社」しかつながりのない人がいるのではないか、とい

う意見が出された。そのため、「予防」の観点から、在職中に社会参加や必要な制度等

を学ぶ講座を実施できると良いのではないかという意見も出された。また、地域活動

等への参加をすることで、孤独・孤立予防にもなることから、どのような予防策があ

るか、また効果的な講座について、次年度以降で実施できるよう、調整を進めていく。 

＜次年度以降について＞ 

 教育委員会とも調整の上、教育と福祉の連携強化に向けて、ワークショップや事例

検討会を行う。今年度実施した地区とは別の中学校区を想定。 

 また、身寄りのない高齢者等に向けた体制づくりの検討もはじめ、企業に向けた講

座の実施についても、企業等との調整を行い実施に向けた検討をする。 
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孤独孤立対策プロジェクト

孤独孤立対策プロジェクト（令和７年度の取り組み）

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

8/5（2回目）
教育と福祉の連携や役割理解を狙い、教育と福祉
のワークショップを開催

7/2（1回目）
ワークショップに期待すること、保健・福祉と教育の連
携について検討

ワークショップに参加したプロジェクト委員へアンケート 3/1 100人会議。地域の居場所をテーマ

前年度より計画していたワークショップ開催に向けた
準備

アドバイザーによる教育と福祉のワークショップと２回
目のプロジェクトを同時開催

プロジェクトで検討する学齢期と子を含む家族のモデ
ルケースの支援会議開催

11/12（3回目）
ワークショップの振り返り
モデルケースから各機関ができることを共有

1/19（4回目）
第2回プロジェクト（ワークショップ）の学びから、より実
践的な連携した支援を学ぶため、教育と福祉の担
当者で事例検討会を開催

アドバイザーによる教育と福祉の事例検討会と4回目
のプロジェクトを同時開催
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４ 災害時支援プロジェクト 

〇スクリーニングシートの作成 

優先度の高い方から個別支援計画の作成につなげることができるよう、スクリーニ

ングシートを作成。要支援者一人ひとりの特性や需要に応じた避難計画の作成を進め、

作成率向上を目指す。 

まずは母数の多い高齢者を対象としてスクリーニングを実施し、応用し普遍化する

ことを想定している。 

〇市民総合防災訓練 

 地域への啓発、理解促進を目標年、来年度の市民防災訓練において実践できるよう

意見交換を実施。訓練を行う目的は、安否確認、避難経路や避難所の環境の確認、対

象者本人の気づきとする。訓練にあたり、多くの人を巻き込むと地域において調整に

負担をかけてしまう可能性が高いため、関係者を絞って小規模に訓練を進めていく方

法について検討。 

〇福祉避難所との意見交換会 

災害発生時の福祉避難所開設に当たり、顔の見える関係を構築し、施設の抱える課

題等を共有することで、福祉避難所の円滑な開設や課題解決ができるようにするため、

福祉避難所指定施設の関係者を交えた初の意見交換会を開催し、課題の洗い出しなど

の意見交換を行うことができた。そこでは、情報共有方法や避難者の受入れに関する

ことなど、課題は山積しており、優先順位をつけ少しずつ検討を重ねていくことが必

要であるとの共通認識を図ることができた。 

本年２月には第２回を開催し連絡体制の共有、設置・運営マニュアルの検討を行い、

課題解決に向けた意見交換を、来年度も引き続き実施することを共有した。 

＜次年度以降について＞ 

 市民総合防災訓練を行う地域で、スクリーニングを行い、支援の必要性が高い人の

個別支援計画を作成し、総合防災訓練時に避難行動訓練を行う。 

 また、福祉避難所意見交換会や自立支援協議会における重心・医ケアＷＧ、多職種

連携推進協議会の動きを統合し、本市としての災害時支援の体制を引き続き検討を行

う。 
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災害時支援プロジェクト

災害時支援プロジェクト（令和７年度の取り組み）

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

6/4（１回目）
平時の取組として避難行動要支援者制度についてグ
ループに分かれて、現状の課題を検討

8/1（2回目）
災害対策基本法の一部改正により、避難者に対する
「福祉サービスの提供」が明記されたことを受け、アドバ
イザーである日本福祉大学菊池先生より災害対策基
本法の改正内容の講義を行う。
そして、福祉サービスの提供をする上で平時から避難行
動要支援者の情報把握をすることが必要だが、避難行
動要支援者個別支援計画の回収率が全体の４割で
あり、６割は把握ができていないため、回収率を上げる
ためにどのような取組するべきかワーキングを行う。

11/25（4回目）
3回目の内容から要支援者をはじめ、災害に備えた福祉
の体制づくりのための方向性を整理した。主に専門職と地
域で進めていくことを分けて、ワーキングを行った。

10/2（3回目）
2回目の内容に続き、個人情報の扱いに留意した上で回
収率を上げるための取組について、ワーキングを行う。

1/22（5回目）
個別支援計画の作成を優先的に取り組むべき事項を判
断するためのスクリーニングシートを作成し、次年度、総合
防災訓練を活用できるようワーキングを行う。

3/5（6回目）
今年度の振り返りと来年度以降のプロジェクトの進め方に
ついて検討する。

9/18 へいしゅうくんネット災害時連携システム机上
訓練実施

12/25 へいしゅうくんネット災害時連携システム訓練実施
予定

9/5 第１回福祉避難所意見交換会を実施

重心・医ケア児者WG 「わが町あるき」を11/17加木屋、
11/20名和、12/2富木島地区で実施

2/9 第２回福祉避難所意見交換会を実施
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次年度の予定について 資料７

年度 月
推進
協議会

推進
委員会

生活支援
体制整備
等協議会

多職種
連携推進
協議会

要対協
虐待防
止・差
別解消

重層PJ
孤独孤
立PJ

災害PJ
100人会

議

社会福祉
法人連携
協議会

ひきこも
り講演会

認知症
フォー
ラム

後見
フォー
ラム

認知症初期
集中支援
チーム検討
委員会

発達支
援事業
研修会

4月
〇

総会・
役員会・部会

5月 〇 〇 〇 〇

6月 16 部会
〇

役員会・部会
・研修会

7月 8 訓練 〇
担当者
会議 〇 17

8月 3 〇 〇
役員会・部会

9月 〇 〇 6

10月 27 訓練 〇
役員会・部会

11月 部会
担当者
会議 〇 〇 〇

研修会

12月 〇
役員会・部会 5

1月 〇 〇 〇 15

2月 12 9 〇 〇 〇 〇 〇
役員会・部会

3月 8 〇

R8

時
期
を
調
整
中
（
ア
ジ
パ
ラ
の
時
期
を
外
す
）

日
程
調
整
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